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保
険
契
約
の
関
係
者

保
険
者
と
保
険
企
業

(
1
)
 

A
.
「
個
人
」
(
ド
イ
ツ
で
は
制
限
的
に
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
て
「
団

体

(
F
2
8
2
S
E
E
m
s加
)
」
ま
た
は
「
施
設
(
〉

Z
邑
同
)
」
が
、
保
険

者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

5 
4 

ヴイクトール・エーレンベルク「私保険法J(1923年)(2) 

(a)
「
団
体
」
一
「
団
体
」
と
し
て
は
、
二
つ
の
形
態
だ
け
が
可
能
で

あ
る
。
「
株
式
会
社
」
と
「
相
互
保
険
会
社
(
〈

g
w
Z包
括
2
2
m
5
2向

。
a
g
s
z
m
R岳
)
」
で
あ
る
。

保
険
株
式
会
社
は
、
な
る
ほ
ど
、
わ
ず
か
の
特
別
規
定
を
除
い
て

(2) 

(
朗
自
∞
同
国
。
回
一
空
白
〈
〉
。
)
、
一
般
の
株
式
法
(
そ
の
規
定
の
大
部
分

は
、
も
ち
ろ
ん
、
保
険
株
式
会
社
の
場
合
、
適
切
で
は
な
い
か
、
ま
た
は

不
必
要
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
)
に
服
し
て
い
る
。
し
か
し
、
保
険
株

式
会
社
は
、
な
に
よ
り
も
保
険
監
督
法
が
す
べ
て
の
保
険
企
業
に
つ
い
て

定
め
た
多
数
の
規
定
、
と
り
わ
け
破
産
に
つ
い
て
の
諸
規
定
に
服
し
て
い

る。
相
互
保
険
会
社
(
諒
】
凶

1
3
〈
〉
。
)
は
、
「
権
利
能
力
の
あ
る
社
団
」

で
あ
り
、
そ
こ
お
け
る
「
社
員
と
し
て
の
地
位
(
星
名
百
号
n
E
D
)
」
は
、

〔
相
互
保
険
〕
会
社
と
の
保
険
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
一
般

に
、
〔
相
互
保
険
会
社
の
場
合
、
〕
保
険
者
と
被
保
険
者
が
同
一
人
で
あ
る

(
法
律
的
に
で
は
な
く
、
経
済
的
に
考
察
し
て
)
と
説
か
れ
て
い
る
。
〔
こ

の
場
合
、
〕
「
社
員
と
し
て
の
地
位
」
に
基
づ
く
権
利
・
義
務
と
「
保
険
契

約
」
に
基
づ
く
権
利
・
義
務
が
交
錯
し
て
お
り
、
前
者
が
優
先
し
た
り
(
た

(
3
)
 

と
え
ば
、
社
員
平
等
の
原
則
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
、
官
ニ
〈
〉
。
参

照
。
入
社
の
意
思
表
示
は
、
錯
誤
ま
た
は
強
迫
を
理
由
と
し
て
取
り
消
す

(4) 

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
)
、
後
者
が
優
先

し
た
り
す
る
(
た
と
え
ば
、
「
社
員
と
し
て
の
地
位
」
の
た
め
に
保
護
が

ま
っ
た
く
な
く
、
〔
一
定
の
場
合
に
〕
保
険
契
約
は
〔
相
互
保
険
会
社
に

(5) 

よ
っ
て
〕
社
員
に
解
約
・
告
知
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
社

員
と
し
て
の
地
位
」
は
消
滅
す
る
)
。

大
き
な
(
通
常
の
)
相
互
〔
保
険
〕
会
社
〔
い
わ
ゆ
る
大
相
互
保
険
会

社
〕
の
他
に
、
「
定
款
に
よ
っ
て
」
、
保
険
の
種
類
の
点
で
、
地
域
の
点
で
、

ま
た
は
〔
加
入
者
の
〕
人
的
範
囲
の
点
に
お
い
て
制
限
の
あ
る
業
務
範
囲

を
有
し
て
い
る
」
、
い
わ
ゆ
る
「
小
相
互
〔
保
険
〕
会
社
」
が
あ
る
(
聞
出

〈
〉
。
)
。
多
く
の
場
合
、
「
少
額
の
拠
出
」
お
よ
び
「
少
額
の
給
付
」
を

特
徴
と
し
て
お
り
(
金
庫
〔
関
8
8〕
)
、
そ
の
運
営
(
〈
R
室
長

E
開
)
に

お
い
て
多
く
の
簡
素
化
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

相
互
〔
保
険
〕
会
社
の
行
う
業
務
は
営
利
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ゆ
え
本
来
は
商
業
で
は
な
い
が
、
大
相
互
〔
保
険
〕
会
社
の
み
が
商

業
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
(
副
官
C
1
出
〈
〉
。
)
、
こ
れ
に
つ
い

北法53(6・309)1925



料

て
の
み
商
人
に
関
す
る
商
法
の
諸
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。
〔
た
だ
し
、
ド

(
6
)
 

イ
ツ
商
法
〕
第
一
条
乃
至
第
七
条
を
除
く
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

(
抑
広
〈
〉
。
)
。

発
起
人
は
、
資
本

B
R
E
E円程
E
)
(株
式
会
社
の
基
礎
資
本
金
に

対
応
す
る
)
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
基
金
(
。

z
E
E加
国
営
ロ
含
)
」
を
拠

出
し
な
け
れ
ら
な
い
(
利
息
付
の
消
費
貸
借
で
あ
り
、
徐
々
に
積
み
立
て

ら
れ
る
留
保
基
金
に
よ
っ
て
償
却
さ
れ
う
る
)
。
そ
の
組
織
は
、
株
式
会

社
の
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
が
、
株
主
総
会
に
代
わ
っ
て
、
社
員
総
代
会

が
最
高
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
社
員
は
、
拠
出
(
保
険
料
)
支
払

の
義
務
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
通
常
は
制
限
さ
れ
た
額
で
あ
る
が
、

追
補
金

(
Z
R町
田
町
吉
田
開
)
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
〔
矧
区
回
目
〈
〉
。
参

照〕
0

解
散
事
由
は
株
式
会
社
に
お
け
る
の
と
同
一
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、

ほ
と
ん
ど
の
種
類
の
保
険
に
お
い
て
は
、
許
可
(
開
ユ

S
Z
E
)
の
取
消

が
こ
れ
〔
解
散
〕
に
続
く
(
後
述
の

B
参
照
)
。

破
産
の
場
合
に
、
破
産
手
続
が
開
始
す
る
(
〔
た
だ
し
〕
特
別
の
規
定

が
あ
る
、
官
唱
1
凶

M

〈
〉
。
)
。
こ
の
ほ
か
に
、
清
算
の
手
続
は
、
大
筋
で

(
7
)
 

は
、
〔
商
法
の
〕
株
式
〔
会
社
に
関
す
る
〕
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る

(按怠・

5
〈
〉
。
)
。
残
余
財
産
は
、
定
款
に
特
別
の
定
め
が
な
い
場
合
、

〔
解
散
の
と
き
〕
現
在
の
社
員
間
で
分
配
さ
れ
、
し
か
も
〔
分
配
は
〕
会

社
の
存
続
中
に
剰
余
金

(
d
Zロ
円
吉
田
明
)
が
分
配
さ
れ
る
の
と
同
一
の
基

資

準
に
従
つ
て
な
さ
れ
る
(
宝
∞
ロ
〈
〉
。
)
。

(
b
)
「
保
険
施
設
(
〈

g
5
2
5想
自
由
g
Z
)
」
一
こ
の
施
設
は
、
大
部

分
独
立
し
た
法
人
で
あ
る
が
、
公
法
上
の
(
国
家
〔
ま
た
は
〕
地
方
公
共

団
体
の
)
組
織
に
編
入
さ
れ
て
い
る
保
険
企
業
で
あ
る
(
公
法
上
の
営
造

物
)
。
保
険
監
督
法
の
規
定
は
、
大
部
分
こ
の
〔
保
険
〕
施
設
に
は
適
用

(8) 

が
な
い
(
抑
ニ
唱
〈
〉
。
)
。
個
々
の
被
保
険
者
〔
と
保
険
施
設
〕
と
の
保
険

関
係
は
、
な
る
ほ
ど
つ
ね
に
私
的
な
保
険
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
直
接

に
法
律
に
よ
っ
て
(
契
約
に
よ
っ
て
で
は
な
く
)
成
立
す
る
か
ぎ
り
で
は
、

ま
た
は
、
〔
こ
の
〕
施
設
に
お
い
て
保
険
強
制
が
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
保

(
9
)
 

険
契
約
法
も
ま
た
適
用
が
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
掛
石
M

〈
〈
。
)
。

B
.
私
的
な
保
険
企
業
は
、
一
九
O
一
年
五
月
一
一
一
日
の
保
険
監
督
法

に
よ
れ
ば
、
厳
格
な
国
家
に
よ
る
(
ラ
イ
ヒ
法
ま
た
は
州
法
の
)
監
督
に

服
し
て
い
る
。
〔
た
だ
し
、
〕
運
送
保
険
ま
た
は
相
場
損
失
保
険
の
み
を
引

き
受
け
て
い
る
〔
保
険
〕
企
業
、
再
保
険
〔
を
営
業
と
す
る
〕
会
社

(
叩
)

(
抑
ご
血
〈
〉
。
)
、
抵
当
権
の
保
護
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
信

(
日
)

用
を
促
進
す
る
企
業
(
一
九
一
七
年
一
O
月
二
四
日
の
法
律
参
照
)
は
、

そ
の
例
外
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
監
督
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
所
在
す
る
「
保
険
に
つ
い
て
の
ラ
イ
ヒ
監

(ロ)

督
庁

(
E
5窓口
E
n
z
g
E
E円
ヨ
言
語
B
R
F伺
包
括
ご
と
州
の
保
険
監

(
日
)

督
庁

(Eロ込町
2
n
a
n
Z包
括

g
ヨ
円
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
権

北法53(6・310)1926



限
は
、
①
保
険
事
業
に
つ
い
て
命
令
す
る
こ
と
、
②
認
許
(
内
S
N
m
g
o
E
)

の
付
与
・
取
消
、
定
款
と
約
款
の
変
更
、
破
産
開
始
、
更
生
手
続
(
的
中

号
包
括

5
2円
mmE、
③
業
務
に
対
す
る
継
続
的
な
監
視
に
及
ん
で
い
る
。

ヴィクトール・エーレンベルク「私保険法J(1923年)(2) 

注
(
1
)
保
険
契
約
は
私
法
上
の
契
約
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
と
し
て
保

険
契
約
を
締
結
す
る
能
力
は
民
法
典
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

し
た
が
っ
て
、
権
利
能
力
を
有
す
る
者
は
保
険
者
と
な
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
利
能
力
を
有
す
る
者
が
保
険
営
業
を

な
し
う
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
本
書
刊
行
の
当
時
の
保
険
監
督
法

に
よ
れ
ば
、
保
険
営
業
に
は
保
険
監
督
庁
の
許
可
(
開

E
5
2岡
田
)

を
必
要
と
し
(
宝
〈
〉
。
)
、
生
命
保
険
・
傷
害
保
険
・
責
任
保
険
・

火
災
保
険
・
霊
害
保
険
の
営
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
許
可
は
株
式

会
社
お
よ
び
相
互
保
険
会
社
に
対
し
て
の
み
与
え
ら
れ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
(
掛
か
国
〈
〉
。
)
。
こ
れ
ら
以
外
の
種
類
の
保
険
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
ば
、
相
場
損
失
保
険
・
運
送
保
険
・
再
保
険
等

の
営
業
に
つ
い
て
は
、
許
可

(
N
E
g
g口
開
)
を
必
要
と
し
な
い
の

で
(
捌
m
f
=
少
ご
斗
咽
戸
M
M
〈
〉
の
)
、
こ
れ
ら
の
保
険
営
業
は
、
契
約

能
力
を
有
す
る
自
然
人
ま
た
は
法
人
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
許
さ

れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
、
回
g
n
F
P
白・
0
・
・
∞
・
巴
'
ま
参
照
。

(2)
官
斗
∞
目
前
段
出
。
回
「
新
株
の
発
行
に
よ
る
基
礎
資
本
金
の
増
加

は
、
従
来
の
資
本
の
完
全
な
払
込
の
前
に
は
、
な
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
保
険
会
社
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
別
段
の
定
め
を
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
」

空
白
〈
〉
。
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

制
】
∞
口
前
段
〈
〉
。
(
商
号
は
、
相
互
会
社
の
本
屈
を
認
識
さ
せ
る

も
の
と
す
る
旨
の
規
定
)
、
お
よ
び
、
官
三
口
〈
〉
。
(
監
査
役
会

は
、
最
高
機
関
の
決
議
に
よ
っ
て
、
監
督
官
庁
が
定
款
の
変
更
を

求
め
た
場
合
に
つ
い
て
、
定
款
変
更
決
議
を
そ
の
変
更
に
服
さ
せ

る
こ
と
を
授
権
さ
れ
う
る
旨
の
規
定
)
は
、
保
険
株
式
会
社
に
準

用
す
る
。

な
お
、
官
話
回
前
段
因
。
∞
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

m-
∞M
同
〈
〉
宮
。

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
合
出
〈
〉
の
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
色
申

田
〈
〉
。
は
保
険
株
式
会
社
に
準
用
さ
れ
て
い
る

(m-
虫
〈
〉
。
参

宮
山
。

(
3
)
m
M
-
H
〈
〉
。
「
社
員
に
対
す
る
保
険
料
お
よ
び
会
社
の
給
付
は
、

同
一
の
前
提
で
、
同
一
の
原
則
に
従
つ
て
の
み
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
」

(
4
)
た
だ
し
、
本
丈
の
説
と
異
な
り
、
社
員
は
、
加
入
の
意
思
表
示

(回包丹江円四回開門

EEH=伺
)
を
、
錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
を
理
由
に
取
り

消
し
う
る
と
す
る
説
が
現
在
の
通
説
で
あ
ろ
う
か
、
。
。
E
Z
G
1

玄

=--2・〈
S
H
n
Z
Eロ
加
明
言

EnF再開問何回刊四
N

・
3g-
官
。

E
P
M参

(
5
)
陥

N
O

〈
〉
。
に
よ
れ
ば
、
定
款
に
特
別
の
定
め
が
な
い
か
ぎ
り
、

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
社
員
の
地
位
が
消
滅
す
る
。
保

険
関
係
が
消
滅
す
る
場
合
と
は
、
た
と
え
ば
、
保
険
期
間
の
経
過
、

北法53(6・311)1927 



4
ル
E

d
2
1
 

被
保
険
利
援
の
後
発
的
消
滅
(
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
)
、
保
険

事
故
の
発
生
(
閉
ま
同
〈
〈
。
)
、
社
員
の
保
険
料
不
弘
・
危
険
の
著

増

(mE
〈
〈
。
)
等
に
よ
る
解
除
等
の
場
合
で
あ
る
、
。
o
E
Z『個

室呂町『咽

P
P
9・明
M
O
列
島
口
。
参
照
。

(6)
諒
ナ
コ
向
。
回
は
、
ド
イ
ツ
商
法
に
お
け
る
「
商
人
(
穴
さ
白
E
B
)
」

の
概
念
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

(
7
)
現
在
で
は
、
株
式
法
の
規
定
に
従
う
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
、

m
S
阿
国
〈
〉
。
参
照
。

(8)
抑
ニ
唱
〈
〉
。
は
、
「
州
法
に
基
い
て
設
立
さ
れ
た
公
的
な
保
険
施

排
出
」
に
は
、
保
険
監
督
法
の
適
用
が
な
い
と
し
た
規
定
で
あ
る
。

同
条
は
、
聞

-
2
〈
〉
。
(
「
保
険
監
督
法
の
適
用
を
受
け
な
い
公
法

上
の
保
険
企
業
」
に
関
す
る
規
定
)
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

(9)
協同

S
H
〈
〈
。
は
、
「
州
法
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
公
的
な
保
険

施
設
に
お
い
て
直
接
法
律
に
よ
っ
て
生
じ
た
保
険
関
係
、
そ
の
よ

う
な
施
設
に
お
い
て
法
律
上
の
強
制
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た

保
険
に
つ
い
て
の
州
法
の
規
定
は
、
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
」

と
規
定
す
る
。

(

叩

)

蜘

--aa〈
〉
。
は
、
「
運
送
保
険
ま
た
は
相
場
損
失
保
険
、
も
っ
ぱ

ら
再
保
険
を
営
業
目
的
と
す
る
保
険
企
業
」
を

1

1
た
だ
し
相
E

保
険
を
除
く
|
|
保
険
監
督
法
の
例
外
と
し
て
い
た
。
な
お
、

台
忌
〈
〉
。
は
、
副

E
∞
〈
〉
。
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
が
、
一
九
七

五
年
二
一
月
一
八
日
の
〈
〉
。
に
関
す
る
加
者
。
第
一
施
行
令
に

よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

資

(
日
)
。
2
2
N
N民
間
『
m
g
N
Zロ
加
色
g
。
2
2
N曲目

E
σ
2
島
町
目
当
〈
良
町
ロ

〈白『丘町宮町『己口開明
E
E
O
B
n
z
g
E
S
S
E
-
C
E
S
2
3
コ
同
法
は
、

抵
当
権
の
保
護
を
引
き
受
け
る
銀
行
(
た
と
え
ば
、
一
九
一
六
年

一
一
月
九
日
に
設
立
さ
れ
た
り
g
z
n
F
O
国
白
石
号
g
w
E『
国
否
。
t

岳町宮口田口
E
R
〉
E
2
%
E
Z
E島
)
の
行
う
業
務
が
、
保
険
取
引

に
該
当
す
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
銀
行
が
、

保
険
監
督
法
の
適
用
を
受
け
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
、
宮
♀
守
O
E
B
〈伺
E
n
z
g口開聞き
P
5度目間
2
2
N・国叩『
E
E
-
-
E

明

-
S
E
R
-唱
。
凶
・
∞
・
凶
室
内
『
参
照
。

た
だ
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
改
正
が
な
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
銀
行

も
保
険
監
督
庁
の
監
督
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
。
。
-a'

σ
R
m
a
玄
呂
町
ア
曲
-P9・
笠
宮
口
き
参
照
。

(
ロ
)
現
在
で
は
、
連
邦
保
険
監
督
庁
が
監
督
官
庁
で
あ
る
、
。
町
田
町
民

Eσ
四円門出開閉山
E
n
z
zロ
加
四
百
刊
出
回
Eロ円四四回世
E
E
n
z
z
g円四回忌『

a
g
〈
伺
?

巴

nF2・Eロ個室町田町ロ

5
5
2
・
E
Z
3
U
戸
(
同
法
は
∞
〉
。
と
略
称
さ

れ
て
い
る
)
の
第
一
条
参
照
。

(
日
)
現
在
で
は
、

E
E
g
g
s
c
a
m
(た
と
え
ば
、
切
回
苦
言
に
つ
い
て

は、

oa
∞a
mユ∞
n
F
o
g
g
Z
E
E
-
2
2
5
H
M
E『
者
5
目

n
z
m
g
a

〈
R
Z
F円
)
が
、
管
轄
し
て
い
る
、
。
。
Eσ
目
指
'
玄
z--2・同・国・
0
・e
m

N

回
〉
。

E
ロ
ロ
参
照
。

北法53(6・312)1928



5 
4 

保
険
利
益
帰
属
者
(
〈

2
5
m
gロ
関
白
星
。
お
お
足
)

2 

ヴィクトール・エーレンベルク「私保険法J(1923年) (2) 

(
a
)

概
説
「
保
険
契
約
者

2
2
5
m
E呂田口
mZ52)」
と

は
、
そ
の
名
で
保
険
契
約
が
保
険
者
と
締
結
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
者
を
い
う
。

保
険
契
約
は
、
〔
保
険
契
約
者
〕
自
ら
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
場
合
と
(
法

定
ま
た
は
任
意
)
代
理
人
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
後
者
の

場
合
、
一
部
に
つ
い
て
、
民
法
と
は
違
っ
た
法
原
則
が
妥
当
す
る
(
た
と

(
I
)
 

え
ば
、
読
M
岨
苔
〈
〈
。
参
照
)

0

「
保
険
契
約
者
と
は
異
な
っ
た
者
」
に
も
ま
た
、
保
険
契
約
に
基
づ
く

独
立
し
た
権
利
が
帰
属
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
(
〔
た
と
え
ば
〕
他
人
を

保
険
金
受
取
人
と
す
る
〔
生
命
〕
保
険
契
約
三

SFnzg口
問
的
認
号
由
加

盟
関
吉
田
円

g
n
z
g
ロュ
=g)
〔
の
場
合
〕
で
あ
る
)
。
と
り
わ
け
損
害
保
険

の
場
合
に
お
い
て
、
「
被
保
険
者
」
、
つ
ま
り
「
利
益
帰
属
者
」
が
保
険
契

約
者
と
同
一
人
で
は
な
い
と
き
に
|
|
こ
れ
が
通
例
で
あ
る
が
|
|
、

〔
保
険
契
約
に
基
づ
く
権
利
は
〕
こ
の
「
利
益
帰
属
者
L

に
帰
属
す
る
(
〔
す

な
わ
ち
〕
「
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
〔
〈
四
百
円
宮
包
括
怠
司
吟

g丘
四
河
町
nz'

E
揖
〕
」
に
お
い
て
は
、
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
〔
保
険
契
約
者
は
利
益

帰
属
者
と
同
一
で
は
な
い
〕
、
以
下
の

S
M参
照
参
照
)
。

利
益
帰
属
者
は
複
数
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
〔
複
数
の

利
益
帰
属
〕
者
は
、
同
一
の
「
(
保
険
の
)
目
的
物
」
に
対
し
て
「
共
同

Q
Q
O
F
h
u
 

の
利
益
」
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
利
益
が
、
〔
同
一
の
〕
目
的
物
に
対
す

る
、
①
「
同
一
の
〔
内
容
の
〕
権
利
」
に
関
す
る
場
合
(
〔
こ
れ
ら
の
者

が
〕
共
有
者
の
場
合
)
、
ま
た
は
、
②
「
異
な
っ
た
〔
内
容
の
〕
権
利
」

に
関
す
る
場
合
(
〔
こ
れ
ら
の
者
が
〕
所
有
者
と
質
権
者
若
し
く
は
抵
当

権
者
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
競
合
利
益
帰
属
者
」
で
あ
る
場

合
。
後
述
す
る
、

5
6参
照
)
の
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
複
数
の
者
が
「
保

険
の
目
的
物
」
に
対
し
て
全
く
異
な
っ
た
種
類
の
利
益
を
有
し
て
い
る
場

合
、
つ
ま
り
、
複
数
の
者
が
、
概
念
上
全
く
独
立
し
た
被
保
険
者
で
あ
る

場
合
(
〔
こ
れ
ら
の
者
が
〕
実
質
利
益
の
帰
属
者
と
利
用
利
益
の
帰
属
者

で
あ
る
、
た
と
え
ば
、
ホ
テ
ル
の
所
有
者
と
用
益
賃
借
入

(
E
n
Z
R
)
〔で

(Z) 

あ
る
場
合
〕
)
は
、
た
と
い
こ
れ
ら
の
利
益
が
〔
本
来
は
〕
同
一
人
に
帰

属
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
事
情
が
違
っ
て
い
る
〔
こ
と
に
注
意
が

必
要
で
あ
る
〕
。

生
命
保
険
で
は
、
保
険
契
約
者
の
他
に
保
険
金
受
取
人
(
後
述
の

S
げ

参
照
)
、
責
任
保
険
で
は
、
損
害
を
受
け
た
第
三
者
が
(
恕
5
5・
5
斗

(
3
)
 

〈
〈
。
参
照
。
「
同
時
利
害
関
係
人
」
の
場
合
で
あ
る
)
〔
利
益
帰
属
者
で

あ
る
〕
。

北法53(6・313)1929

当
初
の
〔
保
険
契
約
に
基
づ
く
〕
権
利
者
〔
の
権
利
〕
を
、
権
利
者
と

は
異
な
っ
た
者
が
承
継
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
(
後
述
の

S
H
〔
保
険

の
目
的
の
譲
渡
〕
参
照
)

0



料

注
(
l
)
官
自
〈
〈
。
は
、
「
保
険
契
約
が
代
理
人
ま
た
は
無
権
代
理
人
に

よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
場
合
、
代
理
人
の
知
り
た

る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
知
り
た
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
」

と
規
定
す
る
。
同
条
に
い
う
前
項
の
場
合
と
は
、
保
険
契
約
者
が

す
で
に
保
険
事
故
の
発
生
を
知
っ
て
い
た
場
合
(
遡
及
保
険
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
)
で
あ
り
、
保
険
契
約
法
は
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
、
保
険
者
は
給
付
義
務
を
免
れ
る
も
の
と
規
定
す

る
(
抑
N

同
〈
〈
。
)
。

朗
日
甲
〈
〈
。
は
、
「
保
険
契
約
が
、
代
理
人
ま
た
は
無
権
代
理
人

に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
と
き
は
、
保
険
者
の
解
除
権
に
つ
い
て
は
、

代
理
人
の
知
り
た
る
こ
と
、
お
よ
び
害
意
だ
け
で
な
く
、
保
険
契

約
者
の
知
り
た
る
こ
と
、
お
よ
び
害
意
も
考
慮
さ
れ
る
。
保
険
契

約
者
は
、
重
要
な
事
実
の
告
知
が
、
過
失
な
く
し
て
な
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
、
ま
た
は
不
実
の
告
知
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
代
理
人
ま

た
は
保
険
契
約
者
自
身
に
過
失
が
な
い
場
合
に
か
ぎ
り
、
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。

(2)
用
益
賃
借
入
と
は
、
用
益
賃
貸
借

(
E
n
Z
)
に
基
づ
き
、
賃
貸

料
を
支
払
っ
て
、
他
人
の
物
ま
た
は
権
利
を
使
用
収
益
す
る
者
を

い
う
(
官
∞
-
回
。
回
)
。
用
益
賃
貸
借
は
、
用
益
賃
貸
人
が
賃
借
人

に
収
益
百
g
n
z
G
g
z
g
)
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

点
に
お
い
て
、
使
用
賃
貸
借
(
玄
互
開
)
と
区
別
さ
れ
る
、

開

5
2
8
2
T
Z
E
E
S
F
E・
o・-
切

-U3
参
照
。

資

(
3
)
明

5
a
〈
〈
。
i

(

一
九
三
一
九
年
改
正
前
)
は
、
「
保
険
者
は
、
保
険

契
約
者
が
第
三
者
に
対
し
給
付
義
務
を
負
う
範
囲
で
、
保
険
契
約

者
の
権
利
に
属
す
る
〔
損
害
〕
填
補
〔
金
〕
を
そ
の
第
三
者
に
支

払
う
権
利
を
有
す
。
保
険
者
は
、
第
三
者
に
そ
の
支
払
を
な
す
前

に
、
保
険
契
約
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
す
。
保
険
者
は
、
保
険

契
約
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
第
三
者
に
支
払
を
な
す
べ
き
義
務
を

負
う
」
と
規
定
す
る
。

抑H
U
吋
〈
〈
。
は
、
「
保
険
契
約
者
の
財
産
に
つ
き
破
産
が
開
始
し

た
と
き
は
、
第
三
者
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
て
生
じ
た
る
自
己

の
請
求
権
に
つ
き
、
保
険
契
約
者
の
填
補
債
権
よ
り
別
除
弁
済
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。

北法53(6・314)1930

s 
6 

(
b
)
競
合
利
益
帰
属
者
(
抵
当
権
者
)

し
ば
し
ば
、
所
有
者
で
は
な
い
者
が
、
保
険
の
目
的
物
に
対
し
て
物
権

を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
質
権
者
、
抵
当
権
者
、
用
益

(I) 

権
者
、
冒
険
貸
借
債
権
者
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
物
的
権
利
者

(mgア

σnsnzcmg)
」
で
あ
り
、
保
険
法
学
で
は
、
「
競
合
利
益
帰
属
者
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
(
前
述
の

5
5参
照
)
。

こ
れ
ら
の
〔
利
益
帰
属
者
〕
は
、
二
重
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
損
害
〔
が
発
生
し
た
〕
場
合
、
損
害
填
補
金
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
者
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
保
険
契
約

者
に
支
払
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
に
、
保
険
契
約

者
の
作
為
な
い
し
不
作
為
1

1
た
と
え
ば
、
保
険
料
の
不
払
、
告
知
義

(2) 

務
そ
の
他
の
「
義
務

B
E
G
S
Z
R
)
」
違
反
、
危
険
の
増
加
等
ー
ー

が
、
〔
保
険
金
〕
請
求
権
全
体
を
危
険
に
お
ち
い
ら
せ
る
か
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
で
あ
る
。
こ
れ
ら
〔
利
益
帰
属
〕

者
は
、
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
国
有
の
被
保
険
利
益
を
有
し
て
お
り
、
〔
し
た

が
っ
て
一
こ
れ
を
独
自
に
保
険
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
所

有
者
に
よ
る
保
険
(
所
有
者
は
自
己
の
全
実
質
利
益
を
保
険
に
付
し
て
い

る
)
の
他
に
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
は
不
必
要
な
保
険
料
の
浪
費
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
、
〔
保
険
〕
会
社
が
、
通
常
、
そ
の
よ
う
な
保
険
を
引

き
受
け
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
行
可

能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
動
産
質
権
」
の
場
合
に
は
、
こ
の
方
法
〔
質
権
者
が
自
ら

付
保
す
る
方
法
〕
だ
け
が
利
益
帰
属
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

(3) 

(
た
と
え
ば
、
冒
険
貸
借
の
場
合
で
あ
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
不
動
産

(。

E
E間同
E
n
r
)
」
に
対
す
る
権
利
の
た
め
に
、
民
法
は
、
す
で
に
保
護

(
4
)
 

規
定
を
置
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
損
害
填
補
金
の
支
払
に
よ
っ
て
「
物

的
権
利
者
(
河
S
5
R
R
E
m
R
)
」
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
か
ぎ
り

(5) 

に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
〔
民
法
の
〕
規
定
は
、
ー
ー

も
ち
ろ
ん
火
災
保
険
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
|
|
、
〔
火
災
保
険
に
関

す
る
〕
詔
ヨ
ム
ま
〈
〈
。
に
お
い
て
、
「
補
充
」
さ
れ
、
そ
し
て
、
保
険
契

約
者
に
よ
る
危
険
を
も
た
ら
す
作
為
ま
た
は
不
作
為
か
ら
保
護
す
る
規
定

(
6
)
 

に
よ
っ
て
、
「
拡
張
」
さ
れ
て
い
る
(
以
下
の

5
9、
E
参
照
)
。

以
上
の
〔
保
険
契
約
法
の
〕
規
定
は
、
「
用
益
権
者

(
Z
g
z
g
n
F
R
)
」

に
は
適
用
が
な
く
、
そ
の
法
的
地
位
は
、
読

-ca--O怠
切
。
切
に
お
い

{7) 

て
不
完
全
に
規
律
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

注
(
1
)
冒
険
貸
借
(
仰
申
告
申
R

Z
。
回
)
と
は
、
船
長
が
消
費
貸
借
契
約

を
締
結
し
て
、
そ
の
債
権
者
は
、
①
航
海
の
終
了
し
た
後
に
か
ぎ

り
、
消
費
貸
借
金
額
と
報
酬
を
請
求
し
う
る
(
航
海
の
危
険
は
債

権
者
が
負
担
)
、
②
船
舶
、
運
送
賃
、
旅
客
運
送
賃
お
よ
び
積
荷

に
つ
い
て
質
権
の
設
定
を
受
け
、
③
質
権
の
設
定
さ
れ
た
目
的
物

に
つ
き
満
足
を
受
け
る
(
物
的
有
限
責
任
)
制
度
を
い
う
、
当
E
m円

g'

岳
民
四

F
Z
E
N
E
-
-
s
a
g
s自
身
Z
B
n
z・M
-

〉ロ戸∞・
3
戸内参昭一。

ド
イ
ツ
商
法
第
四
編
第
六
章
「
冒
険
貸
借
」
は
、
。
。
8
R
N
E『

〉
ロ
乱
開
向

-z=加己
町
田

z
g
a巳
回
開
何
回
目
【

NσEnFZHロ
色
白
口
乱
。
『
四
円
。
何
日
町
内

N〈
。

E
N
-

2
5
3誌
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
、
ド
イ
ツ
法
に
は
、
冒
険
貸
借
の

制
度
は
存
在
し
な
い
。
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料

(
2
)
周
知
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
の
保
険
法
学
に
お
い
て
、
。

E
持

gs

同
百
件
の
法
律
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る
(
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
石
田
満
「
保
険
契
約
法
に
お
け
る
0
2
5加
SEn-円
の
法

的
性
質
に
関
す
る
研
究
序
説
|
|
ド
イ
ツ
法
を
中
心
と
し
て

|
|
|
」
保
険
契
約
法
の
基
本
問
題
六
一
頁
以
下
が
、
最
も
基
本
的

な
文
献
で
あ
る
)
。
本
訳
で
は
単
に
「
義
務
」
と
訳
し
、
こ
れ
に

ド
イ
ツ
語
を
付
し
た
。

(
3
)
動
産
質
権
の
目
的
物
を
保
険
に
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
質
権

は
保
険
金
債
権
に
及
ば
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

本
文
に
指
摘
の
と
お
り
、
質
権
者
は
、
自
ら
固
有
の
被
保
険
利
益

を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
保
険
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
の
他
に
、
質
権
者
が
、
保
険
金
債
権
に
つ
い
て
権
利

質
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
、
者
。
-R'-CUR-

r
n
F
2
5
n
z・-
0
・切伺
R
Z
E口開
2
3
3・
∞
古
品
参
照
。

本
文
で
、
冒
険
貸
借
の
場
合
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
債
権
者
の
有
す
る
質
権
は
約
定
質
権
に
該
当
す
る
、
者
。
-R'MgF1

8
F
白・田・。・
4m-司
。
・
〉
EB--
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
冒
険
貸
借
の
債

権
者
の
有
す
る
質
権
は
、
保
険
金
債
権
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
解

さ
れ
る
。

(
4
)
ド
イ
ツ
民
法
に
よ
れ
ば
、
「
不
動
産
」
は
「
土
地
」
及
び
「
同
体

的
構
成
部
分
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
建
物
・
土
地
の
産
出
物

は
同
体
的
構
成
部
分
に
該
当
す
る
(
明
主
回
。
切
参
照
)
。
ド
イ
ツ

民
法
は
、
不
動
産
を
保
険
に
付
し
た
場
合
に
、
不
動
産
に
つ
き
設

資

定
さ
れ
た
抵
当
権
が
保
険
者
に
対
す
る
債
権
に
及
ぶ
も
の
と
定
め

る
(
間
ご
M
斗
∞
。
回
参
照
)
。

(
5
)
ド
イ
ツ
民
法
で
は
、
建
物
に
保
険
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
保

険
者
に
対
し
て
、
自
己
の
抵
当
権
を
通
知
し
た
抵
当
権
者
は
、
質

権
者
に
類
似
し
た
地
位
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
①
弁
済
期
前
に

は
、
保
険
者
は
抵
当
権
者
と
被
保
険
者
に
対
し
て
の
み
共
同
し
て

給
付
し
う
る
が
(
訟
ご
民
自
唱
己
∞

-
2
5回
)
、
②
弁
済
期
後
に
は
、

抵
当
権
者
に
の
み
給
付
し
う
る
(
按
二
回
目
・
己
巴
∞
。
∞
)
も
の

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)

一
九
四
二
年
二
一
月
二
八
日
の
改
正
前
の
叫
呂
こ
〈
〈
の
(
現
行

制

-
C
M
〈
〈
。
に
該
当
す
る
)
参
照
。
同
条
は
、
建
物
保
険
の
場
合
に
、

保
険
者
が
保
険
契
約
者
の
行
為
に
よ
っ
て
給
付
義
務
を
免
れ
た
と

き
に
も
、
そ
の
抵
当
権
の
申
出
が
あ
っ
た
と
否
と
を
問
わ
ず
、
保

険
者
の
義
務
は
抵
当
権
者
に
対
し
て
存
続
す
る
も
の
と
規
定
す
る
。

こ
こ
で
い
う
「
保
険
契
約
者
の
行
為
」
と
は
、
「
保
険
契
約
者
の
事

故
招
致
」
ま
た
は
「
保
険
者
の
給
付
義
務
を
免
れ
し
め
る
、
そ
の

他
の
行
為
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
、

u
g
a
n
z・

〈
g-nzmg口開閉
5
3『白開閉門
mnz-A#・〉
z
p
∞
・
司
参
照
。
た
だ
し
、
保

険
料
の
不
払
の
場
合
に
は
、
上
記
の
原
則
の
適
用
が
な
い
(
一
九

四
二
年
一
二
月
二
八
日
の
改
正
前
の
包

2
ロ
〈
〈
。
参
照
)
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
担
保
利
益
」
の
保
険
に
つ
い
て

は
、
「
担
保
者
約
款
(
富
。
G
a
s
Z
5
0
)
」
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
担
保
権
者
の
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

北法53(6.316)1932
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さ
れ
る
、
加
藤
由
作
「
火
災
保
険
論
」
(
新
紀
元
社
、
昭
和
二
五
年
)

一
O
九
頁
以
下
参
照
。
こ
の
約
款
に
よ
れ
ば
、
担
保
権
者
は
、
保

険
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
直
接
保
険
金
の
支
払
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
、
被
保
険
者
で
あ
る
債
務
者
の
故
意
ま
た
は
過
失
に

よ
っ
て
損
害
が
生
じ
て
も
、
保
険
金
請
求
権
を
失
う
こ
と
は
な
く
、

危
険
の
変
更
ま
た
は
増
加
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
旨
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。

(7)
用
益
権
(
Z
-町田谷
g
E
n
F
)

は
、
他
人
の
物
ま
た
は
権
利
を
収
取

(
使
用
・
収
益
)
し
う
る
物
権
で
あ
る

6
5迫
田
。
回
)
。
ド
イ
ツ

民
法
は
、
所
有
者
と
用
益
権
者
と
の
問
に
、
法
定
債
務
関
係
を
認

め
て
お
り
、
こ
の
関
係
に
基
づ
き
、
用
益
権
者
が
自
己
の
名
で
物

を
保
険
に
付
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
(
台
。
合
切
。
切
)
。
こ

の
場
合
、
保
険
契
約
上
の
権
利
は
所
有
者
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
保
険
は
「
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
」
に
該
当
す
る
。

用
益
権
者
は
、
こ
の
保
険
契
約
上
の
債
権
に
対
し
て
用
益
権
を
有

す
る
(
台
。
左
∞
。
∞
)

0

所
有
者
と
用
益
権
者
は
、
共
同
し
て
、
保

険
者
に
対
し
て
権
利
を
行
使
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
、

巧
♀
『
令
官
号
『
L
・由・
0
・
白
・
ム
$
参
照
。

5 
7 

3 

保
険
代
理
商
(
〈
S
R
E
E占
的
担
問

2)

〔
保
険
者
と
保
険
契
約
者
と
の
聞
の
〕
保
険
契
約
の
仲
介
に
、
「
仲
立
人

(玄白
E
2
)
」
と
「
代
理
商
声
明
。
三
)
」
が
関
与
し
て
い
る
。

①
保
険
仲
立
人
(
〈

2
5
z
g
=開
問
自
呉

-q)
に
つ
い
て
は
、
述
べ
る

べ
き
特
別
な
こ
と
は
な
い
。
保
険
仲
立
人
は
商
事
仲
立
人
で
あ
り

(もい
R
E出
)
、
そ
れ
自
身
独
立
し
た
商
人
で
あ
る
(
し
ば
し
ば
、
小

(1) 

商
人
で
あ
る
、
笠
宮
図
。
∞
)
。
仲
立
契
約
は
商
行
為
で
あ
る
。

②
「
保
険
代
理
商
(
〈

gHn『5
2
S
E加
OE)
」
は
、
〔
代
理
商
〕
契
約

関
係
に
基
づ
き
、
平
常
保
険
企
業
の
た
め
に
、
保
険
利
益
帰
属
者
と
、
営

業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
を
行
う
こ
と
を
委
託
さ
れ
た
者
で
あ
る
。

(a)
保
険
代
理
商
は
、
保
険
企
業
に
よ
っ
て
平
常
任
用
さ
れ
て
い
る

が
(
〔
こ
の
点
で
保
険
〕
仲
立
人
と
は
違
っ
て
い
る
)
、
通
常
は
独
立
し
た

商
人
で
あ
り
(
間
二
回
@
出
。
図
。
時
に
は
、
小
商
人
(
歪

E
n矢
田
C

コ2
8
)

で
あ
る
こ
と
が
あ
る
、

m
A
因
。
回
)
、
「
商
業
使
用
人

(EgaE諸国加。
E
F
)
」

で
あ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
前
者
〔
独
立
し
た
商
人
〕
の
場
合
に
か
ぎ
っ

て
、
保
険
代
理
商
は
、
〔
商
法
上
の
〕
「
代
理
商

(zseE加
お
な
去
、
〔
一

九
五
三
年
改
正
前
〕
抑
宏
司
。
回
)
」
で
あ
る
。
〔
こ
の
場
合
に
、
〕
保
険
会

(
2
)
 

社
が
保
険
代
理
商
と
締
結
し
た
雇
傭
契
約
(
申
告
山
回
。
∞
)
は
、
〔
代
理
商

に
関
す
る
規
定
で
あ
る
〕
議
室
沼
田
。
∞
に
従
っ
て
〔
規
律
〕
判
断
さ
れ

(3) 

る。

北法53(6・317)1933

〔
こ
れ
に
対
し
て
〕
保
険
代
理
商
が
商
業
使
用
人

(ZEE-E怒
沼
Z
P
)



料

で
あ
る
場
合
、
こ
の
契
約
は
〔
商
業
使
用
人
お
よ
び
商
業
徒
弟
に
関
す
る

(

4

)

(

5

)

 

規
定
で
あ
る
〕
貌

3'巴
図
。
∞
と
商
人
裁
判
所

(EE『
自
由
ロ
ヨ
宮
丘
町
宮
)

の
裁
判

(
m
R
Z号
a
n
E
C
口
問
)
に
服
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
点
で
も
、
〔
独

立
し
た
商
人
と
商
業
使
用
人
と
の
〕
差
異
は
重
要
で
あ
る
(
〔
た
と
え
ば
、
〕

被
用
者
保
険
〔
の
適
用
〕
・
営
業
税
〔
を
支
払
う
義
務
〕
・
商
事
裁
判
所
裁

判
官
の
資
格
の
有
無
等
)
。
拐
お
ム
∞
〈
〈
。
の
規
定
の
一
部
は
、
〔
商
法
上

の
〕
代
理
商
(
出

gaED同
M
a
gこ
で
は
な
い
、
商
業
使
用
人
で
あ
る
〔
保

険
〕
代
理
商
(
〉
問
。
E
)
に
も
適
用
が
あ
る
。

(
b
)
保
険
代
理
商
の
〔
行
う
〕
取
引

(EEmE円
)
の
種
類
は
、
保

険
代
理
商
が
〔
保
険
者
と
〕
締
結
し
た
〔
代
理
商
〕
契
約
、
ま
た
は
保
険

代
理
商
に
対
し
て
な
さ
れ
た
指
示
(
内
部
関
係
)
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
保
険
代
理
商
は
、
「
締
約
代
理
商
(
〉
σ日n
E
5
8加
m
R
こ

か
、
単
な
る
「
媒
介
代
理
商
(
〈

m
E
E
E岡田
a
g円
)
」
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
。

資

締
約
代
理
商
は
、
彼
が
締
結
し
た
契
約
の
「
変
更
」
と
「
延
長
(
〈
四
?

E
a
n
gロ
加
)
」
の
合
意
を
も
な
し
う
る
し
、
解
除
お
よ
び
解
約
の
意
思
表

示
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
(
明
主
〈
〈
。
参
照
)
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
決

律
上
有
効
に
(
由
民
宮
豆
沼
町
)
保
険
約
款
を
解
釈
〔
説
明
〕
し
、
そ
し
で
、

そ
の
変
更
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
保
険
料
の
減
額
・
猶
予
・
免

除
を
な
し
、
〔
保
険
料
の
〕
支
払
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
「
悪

意
(
穴
刊

E
E日
)
」
は
、
保
険
者
の
「
悪
意
」
と
同
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、

〔
締
約
代
理
商
の
〕
代
理
権
に
は
制
限
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ

け
全
て
の
填
補
給
付
に
関
す
る
行
為
(
承
認
、
和
解
、
抗
弁
権
の
放
棄
、

(
6
)
 

訴
訟
追
行
)
は
、
締
約
代
理
商
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

単
な
る
媒
介
代
理
商
は
(
〔
保
険
代
理
商
の
〕
多
数
を
な
し
て
い
る
)
、

一
般
公
衆
に
よ
っ
て
〔
締
約
代
理
商
と
〕
同
じ
く
〔
保
険
〕
会
社
の
受
託

者

2
2
5
5
5
-
2
8
)
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
保
険
契
約
者
は
、

〔
保
険
者
の
一
雇
傭
し
た
〕
代
理
商
が
彼
に
約
束
し
た
り
、
理
解
の
困
難
な

約
款
を
〔
保
険
契
約
者
に
〕
好
意
で
(
同
E
M
E
m
)
解
釈
〔
説
明
〕
し
た
り
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
質
問
表
(
竺
∞
〈
〈
。
)
を
〔
代
理
商
〕
自
ら
補
充
し
た
場

合
、
保
険
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
〔
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、

損
害
が
〕
填
補
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
〔
保
険
〕

会
社
は
、
も
っ
ぱ
ら
民
法
の
基
礎
の
上
に
立
ち
た
い
と
考
え
る
が
、
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
自
ら
代
理
権
を
与
え
て
い
な
い
〔
媒
介
〕
代
理
商
の
「
行
為

と
表
示
」
に
つ
い
て
、
〔
保
険
〕
会
社
は
一
切
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
相
対
立
す
る
見
解
に
直
面
し
て
、
保
険
契
約
法
は
中
間

の
道
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
民
法
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
可
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
事
実
に
つ
い

て
の
〔
媒
介
〕
代
理
商
の
「
悪
意
」
は
、
保
険
者
の
「
悪
意
」
と
同
視
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
(
副
主
〈
〈
。
)
。
し
か
し
、
法
律
(
抑
色
〈
〈
。
)
は
、

北法53(6・318)1934
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や
は
り
例
外
を
認
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
代
理
商
を
任
用
す
る
い
か
な

る
場
合
で
も
、
法
律
に
よ
っ
て
代
理
の
要
素
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(
〔
代
理
商
は
、
以
下
の
権
限
を
有
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
〕

(7) 

あ
る
種
類
の
意
思
表
示
の
受
領
、
保
険
料
支
払
の
受
領
。
た
だ
し
、
後
者

は
、
代
理
高
が
保
険
者
の
発
行
し
た
保
険
料
計
算
書
を
所
持
し
て
い
る
場

(8) 

合
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
保
険
者
が
発
行
し
た
保
険
証
券
と
延

(9) 

長
証
券
の
交
付
)
。
そ
の
他
の
代
理
商
の
表
示
ま
た
は
行
為
は
、
保
険
者

を
拘
束
し
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
保
険
者
が
、
保
険
契
約
者
に
そ
れ
に

(ω) 

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
、
哲
三
回
。
切
に
基
づ
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は

(
日
)

官
話
回
。
切
に
基
づ
き
、
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

保
険
契
約
者
は
、
〔
代
理
商
に
よ
る
〕
詐
欺
を
理
由
と
し
て
〔
保
険
〕
契

約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
し
(
抑
己
凶
出
回
。
旦
、
〔
保
険
契
約
に
お

い
て
保
険
契
約
者
が
〕
「
義
務

(OF--ag宮
町
)
」
に
違
反
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
代
理
商
を
信
頼
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
〔
保
険

契
約
者
に
〕
過
失
が
な
い
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
抑
制
少
広

E-
コ

(ロ)

回
目
〈
〈
。
)
。

一
般
公
衆
に
有
利
な
法
律
の
諸
規
定
(
〔
た
と
え
ば
、
前
述
の
〕
官
同

〈
〈
。
)
は
、
な
る
ほ
ど
強
行
規
定
で
は
な
い
。
保
険
者
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
一
部
ま
た
は
全
部
〔
の
適
用
〕
を
、
代
理
商
に
対
し
て
な
し
た
指

図
に
よ
っ
て
、
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
保
険
契
約
者
は
、

法
律
に
よ
る
代
理
商
の
代
理
権
を
〔
保
険
者
が
〕
そ
の
よ
う
に
制
限
す
る

こ
と
を
、
知
り
ま
た
は
知
り
う
可
き
場
合
に
か
ぎ
り
、
〔
こ
れ
を
〕
承
認

す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
刷
当
〈
〈

2
0

(
C
)

し
ば
し
ば
、
締
約
代
理
商
ま
た
は
媒
介
代
理
商
は
、
二
疋
の
地

域
に
つ
い
て
の
み
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
〔
い
わ
ゆ
る
〕
地
域
代
理

商
で
あ
る
)
。
こ
の
場
合
に
、
そ
の
代
理
権
は
、
そ
の
地
域
内
に
存
す
る

物
に
関
す
る
保
険
契
約
、
ま
た
は
通
常
そ
の
地
域
内
に
居
住
す
る
人
と
の

保
険
契
約
に
制
限
さ
れ
る
お
左
前
段
〈
〈
。
〕
。
〔
以
上
の
制
限
に
か
か

わ
ら
ず
、
〕
彼
は
、
自
己
の
締
結
ま
た
は
媒
介
し
た
契
約
に
つ
い
て
、
継

続
し
て
権
限
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
抑
怠
後
段
〈
〈
。
)
。

注

(
1
)
協
同
。
土
史
出
は
、
い
わ
ゆ
る
「
小
仲
立
人
(
町
田

B
S
E
w
-
q
)」

に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
少
額
の
「
商
品
取
引
(
者
句

g
沼田
n
E
3
)
」

の
仲
介
を
行
う
仲
立
人
を
し
て
、
「
結
約
書
(
∞
n
E
-
5
8
0
5
)
」
と

「
日
記
帳

3anvznuq)
」
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
免
れ
し
め

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
険
仲
立
は
、
同
条
の
商
品
取
引
に

該
当
し
な
い
か
ら
、
保
険
仲
立
人
は
商
法
上
の
小
仲
立
人
で
は
な

く
、
官
因
。
∞
の
小
商
人
(
冨
Em庁
長

g
E
g
E
)
に
該
当
す
る
可
能

性
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
小
商
人
に
は
、

商
号
・
商
業
帳
簿
・
支
配
人
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
な
い
。
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吋
ル
1

d
治
州
1

(2)
ド
イ
ツ
法
で
は
、
代
理
商
契
約
は
委
任
契
約
で
は
な
く
(
ド
イ

ツ
民
法
は
有
償
の
委
任
を
認
め
な
い
、
意
色
切
。
回
参
照
)
、
雇
傭

契
約
に
該
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(3)
務
邑
ム
∞
〈
〈
。
は
、
一
九
五
三
年
八
月
六
日
の
法
律
に
よ
っ
て

全
面
的
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
小
橋
一

郎
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
商
法
典
の
一
改
正

l
l
代
理
商
法

ー

l
」
商
法
論
集

I
〔
総
則
・
会
社
〕
三
四
頁
以
下
が
、
詳
細
な

紹
介
・
検
討
を
試
み
て
い
る
。

(
4
)
た
だ
し
、
契
約
に
よ
っ
て
商
業
の
見
習
に
従
事
す
る
商
業
徒
弟

(
民
自
己
E
呂
田
加
色
白
E
Z明
白
)
に
関
す
る
明
示
'
∞
M
Z。
凶
は
、
一
九

六
九
年
八
月
一
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

一
九
O
四
年
七
月
六
日
の
穴

g
E包
括
g
n
F
Z
寝
室
N

に
よ
っ
て

設
け
ら
れ
た
裁
判
所
。
商
人
と
商
業
使
用
人
、
商
人
と
商
業
徒
弟

と
の
問
の
一
雇
傭
関
係
ま
た
は
徒
弟
関
係
か
ら
生
ず
る
争
い
に
つ
い

て
、
第
一
審
と
し
て
裁
判
を
行
う
裁
判
所
。
一
九
二
六
年
二
一
月

一
一
一
二
日
の
旨
宮
宮
加
刊
日

za町
田
切
符
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

(
6
)
締
約
代
理
商
は
保
険
者
の
「
包
括
的
な
代
理
人
(
。

g
m
E〈
RE

胃

2
2
)
」
で
は
な
い
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
、
回
g
n
F
同・担・
0
・・∞-

Z
ム
参
照
。

(
7
)
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
で
は
、
代
理
商
は
、
媒
介
の
み
を
委
託
さ

れ
た
場
合
で
も
、
保
険
契
約
の
締
結
、
延
期
ま
た
は
変
更
の
申
込
・

そ
の
申
込
の
撤
回
を
受
け
る
こ
と

(
m
S
G
〈
〈
豆
、
保
険
の
縦

続
中
に
な
す
べ
き
告
知
、
保
険
契
約
者
の
解
約
の
意
思
表
示
ま
た

資

は
保
険
関
係
に
関
す
る
そ
の
他
の
意
思
表
示
を
受
領
す
る
こ
と

(
抑
お
@
〈
〈
。
)
を
な
す
権
限
を
有
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(8)
宝
凶
@
〈
〈
。
参
照
。

(9)
宝
凶
(
制
〈
〈
。
参
加
…
。

(
叩
)
宮
凶
ニ
前
段
∞
。
∞
は
、
使
用
者
責
任
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、

あ
る
事
業
の
た
め
に
他
人
を
使
用
す
る
者
は
、
被
用
者
が
そ
の
事

業
の
執
行
に
さ
い
し
て

(
5
〉

5
2
Z
E昌
弘
白
『
〈
伺
E
n
Z
E加
)
他
人

に
加
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
定
め
る
。

(
日
)
官
斗
∞
図
。
∞
は
、
履
行
補
助
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
責
任
に
関

す
る
規
定
で
あ
り
、
「
債
務
者
は
、
法
定
代
理
人
ま
た
は
自
己
の

債
務
の
履
行
に
つ
き
使
用
し
た
者
の
過
失
に
つ
き
、
自
己
の
過
失

と
同
様
の
範
囲
で
、
責
任
を
負
う
」
も
の
と
定
め
る
。

(
ロ
)
明
。
同
前
段
〈
〈
。
「
保
険
事
故
発
生
前
に
保
険
者
に
対
し
て
履
行

す
べ
き
「
義
務

B
E
G
S宮
町
)
」
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、

保
険
者
が
免
責
さ
る
べ
き
旨
が
契
約
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、

そ
の
違
反
に
過
失
が
な
い
と

(
Z
雪
R
巴
Z
E
a
)
み
な
さ
れ
る
と

き
は
、
合
意
さ
れ
た
効
果
は
生
じ
な
い
o
」

聞
広
田
〈
〈
。
「
保
険
者
が
告
知
さ
れ
な
い
事
実
を
知
っ
て
い
た

か
、
告
知
が
保
険
契
約
者
の
過
失
(
〈
g
n
F
E
E
S
)
無
く
し
て
な

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
解
除
は
排
除
さ
れ
る
よ

申
コ
ロ
〈
〈
。
「
〔
告
知
が
〕
不
実
で
あ
る
こ
と
が
保
険
者
に
知
ら

れ
て
い
る
か
、
告
知
が
保
険
契
約
者
の
過
失
な
く
し
て
不
実
に
な

さ
れ
た
場
合
、
解
除
は
排
除
さ
れ
る
。
」

jヒ法53(6・320)1936



町

契
約
の
締
結

5 
8 

総

説

ヴイクトール・エーレンベルク「私保険法J(1923年)(2) 

A
.
あ
ら
ゆ
る
契
約
と
同
じ
く
、
保
険
契
約
も
ま
た
「
申
込
(
〉
ロ

E
加ご

と
「
承
諾
(
〉
ロ

EFgn)
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
「
申
込
」
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
保
険
契
約
者
が
こ
れ
を
な
す
が
、
「
陸
上
保
険
(
盟
国
ロ
刊
号
2
・

宮町刊『
Em)」
で
は
、
た
い
て
い
、
印
刷
さ
れ
た
質
問
表
(
句
g
m刊
g
m
g、

明
】
∞
〈
〈
。
参
照
)
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、
保
険
契
約
者
は
こ
れ

〔
必
要
事
項
〕
を
補
充
し
て
申
し
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

申
込
者
は
、
抑
制
Z
U弓
回
。
切
に
よ
れ
ば
、
そ
の
〔
申
込
の
効
力
〕
消
滅

に
至
る
ま
で
申
込
に
拘
束
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
隔
地
者
間
で
は
、
申
込
者

は
、
〔
申
込
に
対
す
る
〕
回
答
の
到
着
を
通
常
の
事
態
の
下
で
期
待
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
時
点
ま
で
、
〔
自
己
の
な
し
た
申
込
に
〕
拘
束
さ
れ
る

(mE斗
ロ
切
の
切
)
。
〔
し
か
し
〕
こ
の
よ
う
な
時
点
は
、
個
々
の
種
類
の

保
険
に
お
い
て
、
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
〔
た
と
え
ば
〕
海
上
保
険
お

よ
び
運
送
保
険
で
は
「
最
も
短
い
期
間
」
で
あ
り
、
死
亡
保
険
で
は
「
最

も
長
い
期
間
」
〔
で
あ
ろ
う
〕
。
し
か
も
、
後
者
の
場
合
で
も
、
具
体
的
な

場
合
に
、
〔
こ
の
時
点
が
何
時
か
を
〕
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

(
I
)
 

そ
こ
で
、
〔
多
く
の
場
合
に
、
〕
約
款
ま
た
は
法
律
(
抑
宝
〈
〈
。
)
で
、
確

定
し
た
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

B
.
保
険
契
約
は
、
方
式
を
必
要
と
し
な
い
、
つ
ま
り
、
〔
保
険
契
約

の
締
結
に
〕
必
要
な
意
思
の
合
致
は
、
い
か
な
る
方
法
で
も
な
さ
れ
う
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
保
険
契
約
は
、
通
常
、
保
険
者
の
保
険
契
約
者
へ
の
承
諾
の

意
思
表
示
の
到
達

(
N
E胴
m
F
B
)

に
よ
っ
て
成
立
す
る

6
3
0
回。回)。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
保
険
関
係
(
以
下
の

S
ロ
l
H
参
照
)
が
成
立
す
る
。

〔
し
か
し
、
保
険
〕
契
約
の
締
結
お
よ
び
保
険
関
係
の
発
生
〔
の
時
点
〕

と
、
「
保
険
の
存
在
(
〈

2
5
Z
5
0
5
)」
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
保
険
の

開
始
、
〔
す
な
わ
ち
〕
恐
れ
て
い
た
事
件
(
保
険
事
故
、
以
下
の

5
日
参

照
)
が
発
生
し
た
場
合
に
、
保
険
者
が
責
任
を
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
時
点

と
は
、
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
〔
保
険
の
開
始
の
〕
時

点
は
、
〔
保
険
〕
契
約
の
「
締
結
前
」
ま
た
は
「
締
結
後
」
に
存
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
の
規
定
お
よ
び
契
約
に
よ
っ
て
も

ま
た
、
そ
の
〔
保
険
の
〕
開
始
を
〔
保
険
契
約
の
締
結
前
に
〕
遡
ら
せ
た

り
、
ま
た
は
〔
保
険
契
約
の
締
結
後
に
〕
繰
り
下
げ
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

北法53(6・321)1937 

と
く
に
、
「
保
険
の
開
始
」
に
つ
い
て
は
(
「
終
了
」
に
つ
い
て
も
、
同

じ
て
日
の
部
分
(
ロ
関
町
田
σ
E
n
r
E
-
)
(
つ
ま
り
、
時
〔
∞
Z
E
m〕
)
で
は

な
く
、
日
(
〈
。
-
Z
4日
開
)
で
の
み
計
算
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
匂
〈
〈
の
参

(
2
)
 

照
〕
。
そ
し
て
、
夜
間
に
保
険
事
故
発
生
の
時
点
を
確
定
す
る
こ
と
は
甚



キヰ

だ
し
く
困
難
で
あ
る
の
で
、
〔
契
約
の
〕
締
結
が
す
で
に
午
前
に
な
さ
れ

た
か
、
よ
う
や
く
午
後
に
な
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
保
険
は
、
そ
の
開
始

(
〔
ま
た
は
〕
終
了
)
の
日
の
真
夜
中
(
冨
X
8
2
2
Z
)
に
で
は
な
く
、

正
午
(
玄
吉
田
間
)
に
開
始
(
〔
ま
た
は
〕
終
了
)
す
る
〔
も
の
と
さ
れ
て

(3) 

い
る
〕
。
そ
れ
ゆ
え
、
〔
保
険
の
〕
開
始
は
、
前
者
の
場
合
〔
契
約
が
午
前

中
に
締
結
さ
れ
た
場
合
〕
に
は
、
正
午
に
繰
り
下
げ
ら
れ
、
後
者
の
場
合

〔
契
約
が
午
後
に
締
結
さ
れ
た
場
合
〕
に
は
、
〔
正
午
に
〕
遡
ら
さ
れ
て

い
る
。

資

〔
保
険
の
開
始
を
〕
遡
ら
せ
る
と
い
う
問
題
は
、
〔
保
険
〕
契
約
締
結
の

際
に
す
で
に
保
険
事
故
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
も
ま
た
、
と
く
に
考
慮

が
必
要
で
あ
る
。
法
律
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
、
保
険
契
約
締
結
に
際

し
て
、
危
険
が
す
で
に
克
服
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
事
故
の
発

生
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
場
合
と
同
一
に
扱
っ
て
い
る
。
恐
れ
て
い
た

事
件
が
将
来
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
客
観
的
に
こ
れ
に
つ
い

て
不
確
実
が
存
し
な
い
こ
と
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
共
、
通
し
て
い
る
〔
か

(
4
)
 

ら
で
あ
る
、
匂
虫
=
出
回
〕
。
〔
も
ち
ろ
ん
〕
主
観
的
に
不
確
実
は
存
し
な

い
、
つ
ま
り
両
当
事
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
保

(5) 

険
契
約
は
存
在
し
な
い
(
匂
虫
回
出
。
回
)
。
し
か
し
、
〔
不
確
実
は
、
当

事
者
の
〕
主
観
に
お
け
る
不
確
実
で
も
足
り
、
し
か
も
双
方
の
当
事
者
が

(6) 

不
知
の
場
合
、
な
ん
ら
特
別
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に

一
方
の
当
事
者
の
み
が
不
知
の
場
合
、
こ
の
者
は
〔
事
情
を
〕

(7) 

知
っ
て
い
る
当
事
者
か
ら
保
護
さ
れ
て
お
り
(
官
ぐ
〈
免
匂
虫
出
。
回
)
、

し
た
が
っ
て
錯
誤
に
よ
る
取
消
〔
蜘
ニ
沼
田
。
回
参
照
〕
を
必
要
と
し
な
い
。

c.
保
険
契
約
が
方
式
な
し
で
締
結
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は

り
文
書
が
、
こ
こ
で
あ
る
〔
一
定
の
〕
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

(a)
〔
保
険
〕
契
約
締
結
前
に
、
保
険
契
約
者
に
普
通
保
険
約
款
が
、

相
互
〔
保
険
〕
会
社
で
は
定
款
も
ま
た
、
交
付
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(
8
)

，

(
9
)
 

(抑

5
〈
〉
。
)
。
し
か
し
、
こ
の
将
来
お
そ
ら
く
廃
止
さ
れ
る
規
定
に
違

反
し
て
も
、
〔
保
険
〕
契
約
は
無
効
で
は
な
い
。

(
b
)
保
険
証
券
の
発
行
は
〔
法
律
上
は
〕
必
要
で
は
な
い
が
、
通
常

で
あ
る
(
万
o
z
o
o
と
い
う
。
ラ
テ
ン
語
の
同

MO--58
で
は
な
く
、
ギ
リ

シ
ア
語
の
(
と
き
ど
九
九
に
由
来
す
る
)
。
〔
保
険
証
券
と
は
、
〕
保
険
者

ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
か
つ
署
名
の
な
さ
れ
た
、
保

険
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
の
文
書
で
あ
る
。
保
険
約
款
は
、
保
険
証
券
に

印
刷
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
保
険
者
は
、
こ
れ
を
作
成
す
る

(
叩
)

義
務
を
負
っ
て
い
る
が
(
閉
口
〈
〈
。
は
強
行
規
定
で
は
な
い
一
勺
宝

(
日
)

図
。
即
)
、
(
第
一
回
)
保
険
料
の
支
払
と
引
換
え
で
の
み
、
交
付
が
な
さ

(ロ)

れ
れ
ば
よ
い
(
抑
鼠
〈
〈
。
)
。
保
険
証
券
は
証
拠
証
券
(
回

2
2
Z『
E
E
m
)

(
日
)

で
あ
り
(
そ
れ
ゆ
え
、
宅
U
M

切
。
切
の
適
用
が
あ
る
)
、
し
か
も
、
保
険
者

が
一
方
的
に
証
券
を
作
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
は
、
保
険
者

北法53(6・322)1938

対
し
て
、
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(M) 

に
有
利
に
で
は
な
く
、
不
利
に
の
み
証
明
す
る
。
し
か
し
、
保
険
証
券
の

受
領
は
そ
の
内
容
の
承
認
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
条
項
が
、

通
常
で
あ
る
(
〔
た
だ
し
〕
保
険
契
約
者
が
一
ヶ
月
以
内
に
異
議
を
述
べ

(
日
)

な
か
っ
た
場
合
に
か
ぎ
り
、
〔
こ
の
条
項
は
〕
有
効
で
あ
る
、
制
凶
〈
〈
。
。

(
山
山
)

こ
の
他
に
、
空

S
〈
〈
。
参
照
)
。

保
険
給
付
に
対
す
る
請
求
権
は
、
文
言
債
権
(
臼

E
聞き

8
E
m
B
gロ)

で
は
な
く
、
保
険
証
券
の
外
に
あ
る
多
数
の
事
情
に
依
存
し
て
お
り
(
〔
た

と
え
ば
〕
適
時
の
保
険
料
支
払
、
「
義
務
(
。

z
a
g宮
昨
)
」
の
履
行
)
、

保
険
証
券
は
「
有
価
物
(
を

2
E
m
R
)」
(
狭
い
意
味
で
の
有
価
証
券
)

で
は
な
く
、
〔
保
険
契
約
か
ら
〕
独
立
し
た
流
通
に
適
し
て
い
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
指
図
式
の
保
険
証
券
に
も
妥
当
す
る
。
海
上
保
険
お
よ
び
運

送
保
険
で
は
、
保
険
証
券
は
真
正
の
指
図
J

証
券
と
し
て
承
認
さ
れ
て
お
り

(口)

(
哲
也
ご
向
。
回
)
、
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
者
は
、
こ
こ
で
は
裏
書
の
連
続
に
よ
っ

て
資
格
の
あ
る
被
裏
書
人
に
対
し
て
の
み
、
し
か
も
、
保
険
証
券
と
引
換

え
で
の
み
支
払
を
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
て
い
る
(
証
券
の
所
持
人
の
た

め
の
強
い
保
護
が
あ
る
!
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
〔
、
有
価
証
券
で
は
な
い

(
凶
)

と
解
さ
れ
て
い
る
の
〕
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
保
険
者
は
保
険
証
券
の
あ

ら
ゆ
る
呈
示
者
に
支
払
っ
て
も
よ
い
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
て
お
り
、
保
険

証
券
が
無
記
名
式
で
発
行
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
当
然
に

妥
当
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
険
証
券
が
無
記
名
式
債

い
わ
ゆ
る
免
責
証
券

(Fa宣
言
邑

oEE4

(
凶
)

回
出
向
)
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
(
闇
∞
富
田

c
p
m
品
目
〈
〈
。
)
。
す
な
わ
ち
、

保
険
者
は
、
呈
示
者
の
資
格
を
調
査
す
る
こ
と
を
免
れ
る
が
、
呈
示
者
か

ら
権
利
の
証
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

占
有
離
脱
し
た
、
ま
た
は
滅
失
し
た
保
険
証
券
に
つ
い
て
、
補
充
証
券

(旬

ENE『
E
E
m
)
の
発
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
証
券
が

無
記
名
式
ま
た
は
指
図
式
で
発
行
さ
れ
て
い
た
場
合
、
〔
補
充
証
券
の
発

(
初
)

行
を
、
〕
裁
判
所
の
失
効
宣
言
の
後
に
(
蜘
ご
亡
〈
〈
〈
。
)
、
そ
う
で
な
け

(
幻
)

れ
ば
直
ち
に
〔
請
求
す
る
こ
と
が
〕
で
き
る
(
宮
口
〈
〈
。
)
。

他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
で
、
保
険
証
券
は
、
特
別
の
意
義
を
有
し
て

(
辺
)

い
る
(
以
下
の
告
は
山
参
照
)
。

(
C
)

保
険
証
券
は
、
保
険
契
約
者
に
十
分
な
情
報
(
〉
5
Eロ
ロ
)
を

提
供
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
自
己
の
費
用
で
、
何
時
で
も
、
彼
が

保
険
契
約
に
つ
い
て
な
し
た
と
こ
ろ
の
〔
意
思
〕
表
示
(
申
込
、
危
険
の

(
幻
)

告
知
、
解
約
告
知
等
、
古
田
〈
〈
。
)
に
関
す
る
謄
本
〔
の
交
付
〕
を
請

求
し
う
る
。

務
証
書
に
な
る
で
は
な
く
、

北法53(6・323)1939

注

(
l
)
抑
∞
戸
〈
〈
。
は
、
火
災
保
険
の
場
合
に
つ
い
て
、
保
険
者
に
対
し

て
、
保
険
契
約
者
の
な
し
た
「
契
約
の
締
結
・
延
長
・
変
更
」
の



料

申
込
は
、
二
週
間
以
内
に
承
諾
が
な
い
場
合
、
そ
の
効
力
を
失
う

己
目
を
定
め
る
。

(
2
)
抑
斗
〈
〈
。
は
、
保
険
期
間
の
開
始
と
終
了
に
つ
い
て
定
め
る
。

す
な
わ
ち
、
「
保
険
期
聞
が
、
日
、
週
、
月
ま
た
は
複
数
の
月
を

含
む
期
間
で
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
保
険
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ

た
日
の
正
午
に
開
始
し
、
期
間
の
末
日
の
正
午
に
終
了
す
る
凡

な
お
、
本
条
が
任
意
規
定
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
保
険
期
聞
が
時
(
印

E
E伺
)
で
定
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
同
条
の
適
用
は
な
い
、
玄
S
H
R・
E
・o・
-
∞
・
巴
参
照
。

(
3
)
こ
の
叙
述
は
、
と
く
に
引
用
が
な
い
が
、
申
叶
〈
〈
。
(
前
注

(2)

参
照
)
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
条
の
立
法
理
由
は
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
(
宮
O円

Fam-巴
参
照
)
。
「
た
と
え
ば
、
一

九
一

O
年
四
月
一
日
に
、
一
年
の
期
間
で
、
締
結
さ
れ
た
保
険
は
、

こ
の
日
[
四
月
一
日
の
]
の
正
午
に
開
始
し
、
一
九
一
一
年
四
月

一
日
の
正
午
に
消
滅
す
る
。
そ
の
日
の
開
始
時
[
四
月
一
日
の
午

前
O
時
]
で
は
な
く
、
正
午
を
基
準
と
し
た
の
は
、
通
常
は
、
保

険
事
故
が
正
午
前
か
正
午
後
か
に
生
じ
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
、

事
故
の
発
生
が
午
前
O
時
の
後
か
、
前
か
を
調
査
す
る
こ
と
よ
り
、

容
易
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
る
」
。

(
4
)
匂
∞
2
E
C回
「
保
険
契
約
の
締
結
の
際
に
、
填
補
さ
れ
る
べ
き

損
害
発
生
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
填
補
さ

れ
る
べ
き
損
害
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
保
険
契
約
の
効

力
に
影
響
し
な
い
。
」

資

(
5
)
匂
∞
出
口
出
。
切
は
、
海
上
保
険
に
つ
い
て
、
当
事
者
双
方
が
こ

の
事
情
(
笥
∞
凶
岡
田
。
切
に
定
め
る
事
情
)
を
知
っ
て
い
た
場
合
に

は
、
こ
の
契
約
は
保
険
契
約
と
し
て
は
無
効
で
あ
る
と
定
め
る
。

(
6
)
こ
の
場
合
に
、
保
険
契
約
は
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
注
(
4
)

に
引
用
し
た
匂
∞
己
図
。
回
参
照
。

(
7
)
官
〈
〈
。
と
匂
呂
田
。
回
(
注

(
4
)
参
照
)
は
、
同
趣
旨
の
条

文
で
あ
る
。
抑
M

〈
〈
。
は
以
下
の
と
お
り
に
規
定
す
る
。

官
同
〈
〈
。
「
保
険
は
、
保
険
契
約
の
締
結
前
に
存
す
る
時
期
に

開
始
す
る
方
法
で
、
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

蜘

M

ロ
〈
〈
。
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
者
が
保
険
事
故
発
生

の
可
能
性
が
す
で
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き

は
、
保
険
者
に
保
険
料
請
求
権
は
帰
属
し
な
い
。
保
険
契
約
者
が

保
険
事
故
が
す
で
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、

保
険
者
は
給
付
義
務
を
免
れ
る
。
契
約
締
結
に
際
し
て
保
険
事
故

の
発
生
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
、
保
険
者
に
、
そ
の
事
実
を
知
り

た
る
保
険
料
期
間
の
終
了
に
至
る
ま
で
の
保
険
料
が
帰
属
す
る
。
」

(
8
)
台
。
一
〈
〉
。
「
保
険
契
約
の
締
結
前
に
、
受
領
証
と
引
換
え
に
、

基
準
と
な
る
保
険
約
款
が
交
付
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
互
保
険

に
つ
い
て
も
、
閉
じ
。
こ
の
場
合
に
は
、
会
社
の
定
款
も
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。
」

な
お
、
同
条
は
、
注

(
9
)

さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
同
条
は
、
。
伺
田
町
沖
N

N

5

に
指
摘
の
と
お
り
、

〉
口
門
田
町
『
ロ
ロ
間
色
町
田
。
何
回
開
【
N

何回

北法53(6・324)1940

現
在
、
削
除

E
F
m同
色

仲

町
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同}江〈民刊口〈町『出回目
FO『ロロ
mmEロ円四『ロ各自
E口白山町ロ〈
c
g
】唱・』
z
z
-
唱いN
凶
に

よ
っ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(ω)
官
同
〈
〈
。
「
保
険
者
は
、
保
険
契
約
に
関
す
る
証
券
(
保
険
証

券
)
に
署
名
し
、
こ
れ
を
保
険
契
約
者
に
交
付
す
る
義
務
が
あ
る
。
」

(
日
)
匂
ま
図
。
回
「
保
険
者
は
、
自
己
の
署
名
し
た
保
険
契
約
に
関
す

る
証
書
(
保
険
証
券
)
を
、
請
求
に
応
じ
て
、
保
険
契
約
者
に
交

付
す
る
義
務
を
負
う
。
」

(
ロ
)
包
凶
〈
〈
。
「
保
険
契
約
者
は
、
契
約
締
結
後
直
ち
に
保
険
料
を
、

継
続
保
険
料
の
合
意
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
回
保
険
料
を
支

払
う
義
務
を
負
う
。
保
険
契
約
者
は
、
保
険
証
券
の
交
付
と
引
換

え
で
の
み
そ
の
支
払
い
を
な
す
義
務
を
負
う
。
た
だ
し
、
保
険
証

券
を
発
行
し
な
い
合
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
」

(
日
)
唱
凶
M

同
図
。
回
「
債
権
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
債
務
証
書
に
対
す

る
所
有
権
は
、
債
権
者
に
帰
属
す
る
o
」

(
は
)
本
文
の
説
明
は
、
意
思
表
示
の
解
釈
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
作

成
一
者
不
利
の
原
則
」
に
関
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
、

ES='

g
a
-
〈
2
5
m
g呂田『
m
n
z・
E
同
会
話
凶
)
・
∞
・
ま
参
照
。

(
日
)
官
〈
〈
。
「
保
険
証
券
の
受
領
が
、
証
券
の
内
容
が
保
険
契
約
者

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
い
う
効
力
を
有
す
る
旨
の
合
意
は
、
保

険
者
は
、
そ
の
合
意
に
よ
っ
て
保
険
契
約
者
に
証
券
の
正
当
性
に

対
す
る
異
議
の
申
立
て
に
少
な
く
と
も
一
月
の
期
間
が
許
さ
れ
、

か
つ
保
険
契
約
者
が
こ
の
期
間
内
に
異
議
を
申
立
て
な
い
場
合
に

か
ぎ
り
、
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

た
だ
し
、
同
条
は
、
〈
n
s
a
E
E加
盟
『
〈
2
2
M
E
o
x
r
z
z
E
m
母印

刷
戸

m
n
F
g
a
q
〈刊『
HE恒国〈匂回国
nFO『ロロ加〈
0
5
3
0
m
N
n
g
σ
n『
右
凶
唱
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
い
る
。

(日

)
m
-
S
〈
〈
。
「
電
害
保
険
に
お
い
て
は
、
抑
凶
〈
〈
。
前
段
に
し
た

が
い
保
険
証
券
の
正
当
性
に
対
す
る
異
議
申
立
て
の
た
め
に
保
険

契
約
者
に
付
与
さ
れ
る
期
間
は
、
一
週
間
で
足
り
る
。
」

た
だ
し
、
同
条
は
、
注
(
日
)
に
紹
介
し
た
法
律
に
よ
っ
て
削

除
さ
れ
て
い
る
。

(
げ
)
色
色
阿
国
。
回
「
商
人
に
宛
て
て
、
そ
の
給
付
が
反
対
給
付
に
か

か
る
こ
と
な
く
し
て
、
金
銭
、
有
価
証
券
そ
の
他
の
代
替
物
の
給

付
に
つ
い
て
振
り
出
さ
れ
た
指
図
は
、
指
図
式
の
場
合
、
裏
書
に

よ
っ
て
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
商
人
に
よ
っ
て
、
上
記
の
物

に
つ
い
て
、
そ
の
給
付
が
反
対
給
付
に
か
か
る
こ
と
な
く
し
て
、

振
り
出
さ
れ
た
債
務
証
書
(
〈
刊
号
p
n
y
g
a
g
s
g
E
)

に
つ
い
て

も
、
同
様
で
あ
る
。
」

(
玲
)
本
文
の
説
明
は
、
指
図
式
の
保
険
証
券
の
法
的
性
質
を
免
責
証

券
と
解
す
る
説
を
前
提
と
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
判
例
も
同
じ
、

指
図
式
船
舶
保
険
証
券
に
つ
い
て
、
大
判
昭
和
一

O
年
五
月
一
一
一
一

日
民
集
一
四
巻
一
号
九
二
三
頁
。

(
日
)
副
∞
C
∞
回
。
回
「
債
権
者
が
指
名
さ
れ
て
い
る
証
券
が
、
証
券
に
約

束
さ
れ
て
い
る
給
付
が
す
べ
て
の
所
持
人
に
な
さ
れ
る
旨
の
記
載

が
な
さ
れ
て
発
行
さ
れ
た
と
き
は
、
債
務
者
は
証
券
の
所
持
人
に

対
す
る
給
付
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
。
所
持
人
は
、
給
付
を
請
求

北法53(6・325)1941



イ
キ
-

d

，q
 

す
る
権
利
を
有
し
な
い
。
」

空
回
〈
〈
。
「
保
険
証
券
が
無
記
名
式
で
発
行
さ
れ
た
と
き
は
、

民
法
第
八
O
八
条
に
定
め
ら
れ
る
効
果
が
生
ず
る
。
」

(
却
)
蜘
凶
ロ
〈
〈
。
「
保
険
証
券
が
占
有
離
脱
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
は
.

保
険
契
約
者
は
補
充
証
券
の
発
行
を
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

保
険
証
券
が
無
効
宣
言
に
服
す
る
と
き
は
、
保
険
者
は
無
効
宣
言

の
後
に
お
い
て
の
み
補
充
証
券
の
発
行
を
請
求
で
き
る
。
」

m
M

同
〈
〈
〈
。
「
補
充
証
券
な
ら
び
に
謄
本
作
成
の
費
用
は
、
保

険
契
約
者
の
負
担
と
し
、
か
つ
請
求
の
あ
る
と
き
は
前
払
い
す
る

こ
と
を
要
す
る
。
」

(
幻
)
宮
口
〈
〈
。
「
契
約
に
お
い
て
、
保
険
者
は
保
険
証
券
の
返
還
と

引
換
え
で
の
み
給
付
す
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
保
険

契
約
者
が
返
還
で
き
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
と
き
に
は
、
債
務
が

消
滅
し
た
旨
の
公
の
認
証
の
あ
る
承
認
で
足
り
る
。
」

(
辺
)
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
の
場
合
に
、
保
険
契
約
に
基
づ
く
権

利
は
被
保
険
者
に
帰
属
し
(
副
司
同
〈
〈
。
)
、
被
保
険
者
は
、
保
険

証
券
を
所
持
す
る
と
き
に
か
ぎ
り
、
自
己
の
権
利
を
行
使
し
、
か

っ
裁
判
上
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
匂
ご
〈
〈
。
)
も
の
と
解

さ
れ
て
い
る
。

持
参
入
払
文
句
が
記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
保
険
証
券
は
有
価
証

券
で
は
な
く
、
免
責
証
券
に
該
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
、

n
g
E
p
m
s
z
込
句
者
宝
℃
8
5
0・ご・〉ロ白・・∞
-NS
参
照
。
わ
が
国

で
も
同
じ
、
松
本
系
治
・
保
険
法
九
三
頁
、
石
井
照
久
・
商
行
為

資

法
・
海
商
法
・
保
険
法
二
九
九
頁
参
照
、
た
だ
し
、
大
森
忠
夫
・

保
険
法
(
法
律
学
全
集
一
一
一
)
一
四
一
一
貝
参
照
。

(
お
)
色
白
@
〈
〈
。
「
保
険
契
約
者
は
、
い
か
な
る
時
で
も
、
自
ら

が
契
約
に
つ
い
て
為
し
た
と
こ
ろ
の
表
示
に
関
し
て
、
謄
本
の
交

付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

北法53(6・326)1942

5 
9 

保
険
契
約
の
内
容

2 

保
険
契
約
の
内
容
は
、
大
部
分
、
〔
保
険
証
券
に
〕
印
刷
さ
れ
た
普
通

(1) 

保
険
約
款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
約
款
は
、
〔
官
庁
の
〕
監
督
を

受
け
て
い
る
会
社
の
場
合
、
監
督
官
庁
に
よ
る
承
認
(
。
S
S
E
-官
話
)

を
必
要
と
す
る
。
約
款
の
変
更
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
(
前
述
の

5
4

B
参
照
)
。
と
き
に
生
ず
る
〔
実
際
の
保
険
契
約
と
約
款
と
の
食
い
〕
違

い
は
、
あ
る
前
提
の
も
と
で
〔
被
保
険
者
に
不
利
に
合
意
で
き
な
い
と
い

(2) 

う
前
提
の
も
と
で
〕
、
許
さ
れ
て
い
る
(
哲
〈
〉
。
)
。

保
険
契
約
は
、
「
重
要
な
構
成
部
分
」
と
「
そ
う
で
は
な
い
構
成
部
分
」

か
ら
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
中
で
は
、
い
わ
ゆ
る
保
険
契
約
者
の
「
義
務

(
O
E
0
0
0
コ2
0
Z
)
」
、
つ
ま
り
、
す
で
に
法
律
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
当

事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
る
作
為
と
不
作
為
が
、
際
立
っ
た

意
義
を
有
し
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
こ
の
「
義
務

(
C
豆
諸

g
E円)」



は
保
険
契
約
者
の
「
義
務
(
〈
白
号
E
n
z
E昌
)
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
保
険
者
の
「
請
求
権
(
〉
ロ
喝
さ
n
F
)

」
が
、
そ
れ
ら
(
の
義
務
)

に
対
応
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
義
務
(
。
豆
諸

gzu)」
は
、

保
険
契
約
者
が
そ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
険
者
で
は
な
く
、

自
己
の
請
求
権
を
危
う
く
し
た
り
、
ま
た
は
、
自
己
に
そ
の
他
の
不
利
益

(
た
と
え
ば
、
損
害
賠
償
義
務
〔
の
負
担
〕
)
を
招
い
た
り
す
る
こ
と
に

ヴイクトール・エーレンベルク「私保険法J(1923年) (2) 

よ
っ
て
、
自
己
自
身
だ
け
を
害
す
る
と
こ
ろ
の
「
負
担

(
C
2
)
」
で
あ

る
。
し
ば
し
ば
、
約
款
は
、
そ
の
よ
う
な
「
義
務
(
。
豆
諸
2
5
5
」
の

違
反
の
場
合
、
保
険
者
は
、
〔
保
険
契
約
を
〕
解
除
す
る
権
利
を
有
す
る
、

ま
た
は
直
接
的
に
自
己
の
義
務
を
免
れ
る
も
の
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る

(
い
わ
ゆ
る
失
権
約
款
)
。
こ
の
よ
う
な
約
款
は
有
効
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
違
反
の
効
果
は
、
「
義
務
(
。
σ-5明白

5
2
)
」
の
有
責
な
違
反
の

(3) 

場
合
に
か
ぎ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
り
〔
意
向
〈
〈
。
〕
、
「
義
務
(
。
芸
m
m
g
E

F
m
U
)
」
が
保
険
事
故
発
生
後
に
は
じ
め
て
履
行
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
こ
こ

で
は
、
保
険
者
の
給
付
義
務
が
す
で
に
効
力
を
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
侵
害
の
と
き
に
だ
け
〔
そ
の
効
果
が
生

(4) 

ず
る
、
意
図
〈
〈
。
〕
。

保
険
契
約
の
「
重
要
な
構
成
部
部
分
」
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

A
.
危
険
、
〔
す
な
わ
ち
〕
そ
れ
ら
に
対
し
て
安
全
(
巴

n
z
g呂
)
が

意
図
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
発
生
が
、
そ
れ
ゆ
え
保
険
者
の

給
付
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
事
件
ま
た
は
状
態
(
た
と
え
ば
、
疾

病
)
(
保
険
事
故
、
以
下
の

5
日
参
照
)
に
つ
い
て
の
合
意
。
危
険
は
、

自
然
現
象
お
よ
び
人
間
の
行
為

(ggお
匡
お
宮
田

g
e
g巳
で
あ
り
う

る
し
、
こ
の
行
為
は
、
違
法
行
為
で
も
(
放
火
、
海
賊
)
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
保
険
契
約
者
自
身
の
行
為
で
も
(
し
か
し
、
故
意
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
て
最
後
に
人
の
組
織

(
5
2お
E
E
5
巴
ロ
日
宮

Em)
の
結
果
(
た
と

え
ば
、
鉄
道
事
故
)
で
も
あ
り
う
る
。
他
方
、
こ
れ
ら
〔
の
危
険
〕
の
中

で
は
、
戦
争
(
戦
争
危
険
)
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
保
険
で
特
別
の
地
位

(5) 

を
し
め
て
い
る
。
保
険
は
、
「
特
定
の
危
険
」
、
「
い
く
つ
か
の
特
定
の
危

険
」
ま
た
は
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
危
険
」
(
最
後
の
例
は
、
海
上
保
険
と

運
送
保
険
に
み
ら
れ
る
)
に
対
し
て
、
こ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
B
.
保
険
の
対
象
(
目
的
)
と
は
、
保
険
の
目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
経

済
的
な
財
貨
(
物
)
ま
た
は
人
で
あ
る
(
官
。
同
〈
〈
凸
)
。
経
済
的
に
不
利

益
な
影
響
の
下
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
保
険
の
目
的
た
り
う
る
の
で

あ
り
、
債
権
も
ま
た
(
信
用
保
険
)
、
人
の
全
財
産
も
ま
た
(
責
任
保
険
)
、

同
じ
〔
く
保
険
の
目
的
た
り
う
る
〕
o

複
数
の
目
的
は
、
し
ば
し
ば
集
合

し
て

(
N
E
5
5
5
2
)
保
険
が
付
さ
れ
て
い
る
(
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
保
険

~U玄53(6 ・ 327)1943



4
干
d
t
ぺ・

(
6
)
 

契
約
の
可
分
性
」
〔
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
〕
)
。
と
り
わ
け
、
物
の
集
合
体

(
た
と
え
ば
、
倉
庫
の
商
品
)
が
保
険
に
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に

し
て
、
〔
そ
こ
か
ら
〕
離
脱
し
た
(
〔
す
な
わ
ち
〕
譲
渡
さ
れ
た
)
目
的
物

は
保
険
に
付
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
新
た
に
〔
そ
こ
に
〕
参
入
し
て

き
た
(
〔
す
な
わ
ち
〕
取
得
さ
れ
た
)
物
は
た
だ
ち
に
保
険
に
付
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
保
険
に
付
さ
れ
る
べ
き
物
に
つ
い
て
の
合
意
は
、
直
接
に

「
指
名
」
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
間
接
に
、
物
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
の

1
1
1

た
い
て
い
は
、
場
所
的
な
|
|
「
結
び
つ
き
」
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
(
た
と
え
ば
、
倉
庫
、
船
舶
、
工
場
な
ど
で
あ
る
)

0

c.
損
害
保
険
で
は
、
同
一
の
目
的
に
対
し
て
種
々
の
利
益
が
成
立
し

う
る
し
、
そ
し
て
、
い
か
な
る
種
類
の
〔
利
益
も
〕
本
来
付
保
可
能
で
あ

(7) 

る
か
ら
(
按
ゴ
∞
・
ゴ
ヱ
由
。
切
)
、
〔
保
険
の
〕
目
的
に
対
す
る
利
益
の
種
類

〔
被
保
険
利
益
〕
も
ま
た
、
合
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
被
保

険
利
益
の
種
類
は
、
た
い
て
い
明
示
的
に
合
意
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
単

に
「
物

(Enznご
が
保
険
に
付
さ
れ
て
い
る
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
実
質
利
益

3
5
Eロ
N
5
8
8
g刊
)
」
ま
た
は
「
所

有
利
益
(
開
拓
g
z
g
M
5
8呂
田
沼
)
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
(
つ
ま
り
、
物

の
所
有
者
が
有
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
こ
ろ
の
利
益
)
の
で
あ
っ
て
、

単
な
る
(
用
益
権
者
ま
た
は
用
益
賃
借
入
の
有
す
る
)
利
用
利
益
(
Z
E
B

(
8
)
 

N
Z
ロ
阿
国
豆
町
『
冊
目
的
開
)
、
企
業
家
利
益

(
C
E
S
B
S
s
q
m
2
5ロ
)
(
官
凶
〈
〈
。
一

資

(

9

)

(

叩
)

官
。
-
因
。
回
(
想
像
的
利
益
)
〔
こ
の
他
に
〕
諒
∞
P
き
〈
〈
。
も
参
照
)

が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

〔
保
険
契
約
の
成
立
に
は
、
〕
本
来
、
利
害
関
係
者

3
2
0ロ島町田

E
R
B

2
8ロ
お
ロ
)
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
る
必
要
は
な
い
が
(
「
不
特
定
人
の
た
め

の
保
険
(
〈
伺
Z
E
5
2諸
冨
吋
刃
向

n
E
E伺
垣

g
g
g清
宮
)
」
も
可
能
で
あ

る
か
ら
)
、
特
別
の
合
意
が
な
い
場
合
、
保
険
契
約
者
が
利
害
関
係
者
(
被

保
険
者
)
と
解
さ
れ
る
。
〔
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
〕
以
下
の

S
凶
参
照
。

〔
被
保
険
〕
利
益
は
、
〔
そ
の
〕
侵
害
の
場
合
に
、
す
で
に
別
に
法
律
ま

た
は
契
約
に
よ
っ
て
第
三
者
に
対
す
る
「
損
害
填
補
請
求
権
」
が
利
害
関

係
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
険
に
付
す
る
こ
と
が
可
能

(
〈

n
E
n
F刊
号
向
)
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
な
い
。
〔
た
だ
し
〕
こ

の
契
約
が
保
険
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
請
求
権
が
保
険
請
求
権

で
あ
る
場
合
、
同
一
の
目
的
に
対
す
る
、
同
一
の
危
険
か
ら
〔
守
ら
れ
る

べ
き
〕
、
同
一
の
保
険
期
間
内
で
の
「
同
一
の
利
益
」
が
、
二
人
ま
た
は

複
数
の
保
険
者
に
よ
っ
て
、
〔
し
か
も
〕
複
数
の
保
険
契
約
の
保
険
金
額

が
合
計
し
て
付
保
さ
れ
た
利
益
の
価
額
(
保
険
価
額
)
を
超
え
る
よ
う
に
、

付
保
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
重
複
保
険

(
U
O
毛
色
〈

m
g
E
5
2ロ
加
)
が
存

在
す
る
(
後
述
の

E
(
a
)
)
参
照
)
。

そ
の
利
益
が
、
同
一
の
目
的
に
対
す
る
同
一
の
利
益
で
は
な
く
、
異
な
っ

た
種
類
の
利
益
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
は
、
相
互
に
独
立
し
て
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い
る
。
た
だ
し
、
火
災
保
険
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
〔
他
の

(
日
)

保
険
が
〕
告
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
(
聞
き
〈
〈
。
)
。

D
.
保
険
関
係
の
期
間
(
保
険
期
間
(
〈

S
R
Z包
括
NS))
に
つ
い

て
、
合
意
が
な
さ
れ
ね
ば
な
な
い
。
〔
保
険
期
間
と
は
〕
、
保
険
者
の
給
付

義
務
を
生
ぜ
し
め
る
た
め
に
は
、
保
険
事
故
が
そ
の
期
間
の
経
過
前
に
発

生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
期
間
で
あ
る
。
保
険
期
間
は
、
複
数

の
「
保
険
料
期
間
(
〈
g
E
5
2口
問
名
虫
色
白
)
」
か
ら
構
成
さ
れ
う
る
。

保
険
料
期
間
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
継
続
保
険
料
が
算
定
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
期
間

(
N
a
s
z
B
)
で
あ
り
(
以
下
の

F
参
照
)
、
特
別
の

(ロ)

合
意
が
な
い
場
合
に
は
一
年
で
あ
る
(
宅
〈
〈
。
)
。

E
.
保
険
者
の
給
付
の
種
類
お
よ
び
そ
の
範
函
も
、
同
じ
く
合
意
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
給
付
は
、
そ
の
種
類
に
よ
れ
ば
、
通
常
は
金
銭
給
付
で

あ
る
が
、
例
外
的
に
現
状
回
復
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
金
銭
給
付
の
範
囲

に
つ
い
て
は
、
「
定
額
保
険
」
と
「
損
害
保
険
」
の
区
別
が
な
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

前
者
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
保
険
金
額
三

g
E
5
E呂田山
E
B
E白)」(ま

た
は
定
期
金

(mgg))
に
つ
い
て
の
明
示
の
合
意
が
必
要
で
あ
り
、
こ

の
金
額
が
、
こ
の
場
合
に
、
〔
保
険
者
が
〕
負
担
し
た
給
付
の
範
囲
を
究

極
的
に
確
定
す
る
(
た
だ
し
、
以
下
の

5
口
参
照
)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
保
険
は
利
益
を
も
た
ら
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

損
害
保
険
の
場
合
、
保
険
者
の
給
付
は
、
発
生
し
た
損
害
の
額
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
額
は
、
お
の
ず
か
ら
保
険
に
付
さ
れ
た
利

益
、
つ
ま
り
「
保
険
価
額
(
〈

g
E
M
m包
括

2
2
)」
(
上
述
の

C
参
照
)

に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
価
額
は
、
保
険
者
の
給

付
の
|
|
法
律
上
の
|
|
最
高
額
を
形
成
す
る
。
し
ば
し
ば
、
保
険
契

約
の
締
結
に
際
し
て
、
こ
れ
〔
保
険
価
額
〕
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
る
場
合
が
あ
る
(
責
任
保
険
で
は
、
そ
も
そ
も
保
険
価
額
は
存
在
し

な
い
)
。
し
か
し
、
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
、
実
際
上
の
意

味
を
有
す
る
の
は
、
損
害
の
発
生
と
い
う
比
較
的
稀
な
場
合
に
す
ぎ
な
い

か
ら
、
そ
の
確
定
は
契
約
締
結
を
遅
滞
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
無
用
の

費
用
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
保
険
料
の
額
は
、
こ
れ
〔
保

険
価
額
〕
に
よ
っ
て
定
ま
る
か
ら
、
損
害
保
険
の
給
付
の
最
高
限
を
契
約

締
結
の
際
に
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
に
も
ま
た
、
ほ

と
ん
ど
常
に
「
保
険
金
額
」
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

損
害
保
険
の
場
合
、
こ
の
合
意
さ
れ
た
保
険
金
額
が
、
填
補
給
付
の
契
約

(
日
)

上
の
最
高
限
を
意
味
す
る
(
官
。
〈
〈
。
)
。

(a)
保
険
金
額
と
保
険
価
額
が
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
場
合
が
理

念
的
な
状
態
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
保
険
契
約
の
締
結

前
に
、
保
険
価
額
の
拘
束
的
な
確
定
(
す
な
わ
ち
「
評
価

(42ngE加)」)

が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
上
述
の
理
由
か
ら
例
外
的
に
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料

(U) 

な
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
(
抑
ヨ
〈
〈
。
岨
抑
吃

3
・
司
品
回
の
回
)
。

保
険
金
額
が
保
険
価
額
を
超
え
た
場
合
(
超
過
保
険

(
d
Z
2
2丘
町
宮
B

E
ロ
加
)
)
に
、
損
害
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
保
険
価
額
が
填

補
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
無
益
な
保
険
料
の
浪
費
が
生
ず
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
重
複
保
険

(
0
0
毛
色
〈

g-nzmga)
に
も
妥
当
す

る
(
上
述
の

C
参
照
)
o

重
複
保
険
は
本
来
完
全
に
有
効
で
あ
り
、
複
数

の
保
険
者
各
自
は
連
帝
債
務
者
と
し
て
完
全
な
填
補
に
つ
き
責
任
を
負
つ

(
日
)

て
い
る
(
閣
官

p
g〈
〈
。
一
読
叶
当
・
叶
話
回
。
切
)
。
た
だ
し
、
保
険
者
等
は
、

相
互
に
求
償
権
を
有
し
て
い
る
(
そ
の
損
害
は
、
保
険
者
間
で
分
担
さ
れ

(
日
)

る
、
閉
凶
唱
ロ
〈
〈
。
u

刷
、
お
叫
口
出
。
切
)
。

保
険
契
約
者
が
利
得
の
目
的
で
な
し
た
超
過
保
険
ま
た
は
重
複
保
険
の

み
が
、
全
保
険
契
約
を
無
効
に
し
(
閣
官
ニ
戸
沼
田
〈
〈

P
匂
∞
ニ
ロ

(
げ
)

図
。
里
、
し
た
が
っ
て
空
白
回
。
回
〔
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
の
取
消
の

規
定
〕
に
よ
る
取
消
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
、
〔
こ
の
よ
う
に
、
保

険
契
約
が
無
効
と
な
る
と
き
で
も
〕
、
抵
当
権
が
保
険
に
付
さ
れ
た
不
動

産
(
。

a
E出向
5
5
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
の
保
険
契
約
は
、

〔
保
険
者
に
抵
当
権
を
申
し
出
た
〕
抵
当
権
〔
者
〕
に
つ
い
て
有
効
な
ま

(
同
)

ま
で
あ
る
(
火
災
保
険
に
つ
い
て
、
で
き
自
〈
〈
。
一
上
述
の

5
6参

資

昭
…
)
。保
険
金
額
が
保
険
価
額
以
下
の
と
き
二
部
保
険
(
ピ
ロ
円
恒
三
S
F
n
Z目

包
括
)
)
、
〔
そ
れ
を
〕
意
図
す
る
場
合
(
保
険
契
約
者
が
保
険
料
を
節
約

し
よ
う
と
し
た
り
、
ま
た
は
保
険
の
目
的
物
の
運
命
に
さ
ら
に
利
害
関
係

を
有
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
)
で
あ
れ
、
〔
そ
れ
を
〕
意
図
し
な
い

場
合
(
貨
幣
価
値
の
下
落
の
結
果
、
最
近
〔
了
部
保
険
が
発
生
す
る
に
い

た
っ
て
い
る
〕
)
で
あ
れ
、
一
部
に
つ
い
て
「
自
家
保
険
」
が
生
ず
る
(
上

述
の

5
1参
照
)

0

こ
の
〔
一
部
保
険
の
〕
場
合
、
保
険
金
額
と
保
険
価
額
と
の
割
合
が
、

継
続
し
て
、
〔
保
険
契
約
の
〕
各
当
事
者
が
危
険
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
の
割
合
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
分
損

〔
の
場
合
〕
も
ま
た
こ
の
割
合
で
支
払
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
(
官
。

(
印
)

〈
ぐ
。
一
吃
忠
図
。
切
)
0

〔
な
お
〕
、
い
か
な
る
分
損
も
、
保
険
金
額
の
限
度

ま
で
全
額
の
支
払
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を

「
第
一
次
危
険
の

(g-uBE四
コ
広
告
白
)
合
意
」
と
い
う
。

(
b
)
そ
れ
ゆ
え
、
超
過
保
険
、
重
複
保
険
ま
た
は
一
部
保
険
を
確
定

す
る
に
は
、
保
険
価
額
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
〔
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
〕

合
意
(
評
価
済
保
険
証
券
、
上
述
の

(
a
)

参
照
)
の
な
い
場
合
、
そ
の

た
め
に
、
法
律
の
諸
規
定
が
基
準
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
律
家
が

「
利
益
」
と
呼
ぶ
の
が
通
常
で
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
具
体
的
な
、
個
別
の

価
値
(
被
保
険
利
益
が
ま
さ
に
被
保
険
者
に
と
っ
て
有
す
る
)
で
あ
っ
て
、

そ
の
額
を
損
害
、
そ
の
補
償
(
〈
弓
加
E
Eロ
加
)
を
損
害
賠
償
と
呼
ば
れ
る
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(
ぬ
)

と
こ
ろ
の
価
値
(
諒

E
P
目
N

図
。
回
)
で
は
な
く
、
通
常
の
価
値
(
と
き

に
は
、
通
常
の
取
引
価
値
と
も
呼
ば
れ
る
)
、
つ
ま
り
被
保
険
利
益
が
す

べ
て
の
者
に
と
っ
て
有
す
る
で
あ
ろ
う
価
値
、
し
た
が
っ
て
売
却
に
際
し

(
幻
)

て
通
常
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
価
値
(
物
の
価
格
、
窓
U
N
-
-
品
。
同
4

〈
〈
。
)
が
、

保
険
価
額
と
さ
れ
る
。
〔
そ
こ
で
、
そ
の
〕
補
償
は
、
「
価
値
賠
償
」
ま
た

は
「
物
の
価
値
の
賠
償
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
か
、
こ
の
場
合
、

客
観
的
利
益
(
多
義
的
な
表
現
で
あ
る
)
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

と
り
わ
け
火
災
保
険
の
場
合
、
法
律
は
、
重
要
な
例
外
を
保
険
契
約
者
の

(n) 

た
め
に
認
め
て
い
る
(
務
∞
少
∞
∞
〈
〈
。
)
。
も
ち
ろ
ん
、
別
段
の
合
意
が

可
能
で
あ
り
、
と
く
に
、
独
立
し
た
被
保
険
利
益
で
も
あ
る
「
失
っ
た
利

(
幻
)

益
(
刷
出
〈
〈
。
)
」
を
保
険
に
包
含
す
る
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
(
前
述

の
C
参
照
)
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
被
保
険
利
益
の
価
額
は
変
動
し
う

る
し
、
時
と
場
所
に
応
じ
て
異
な
っ
た
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
い
か
な
る

価
格
が
、
こ
の
場
合
、
基
準
と
な
る
保
険
価
額
か
?
。
答
え
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
の
〔
保
険
事
故
発
生
時
の
〕

C
?

(μ) 

垣
町
長
関
)
価
額
で
あ
る
(
刷
出
〈
〈
。
)
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
題
が
現
実
と
な
っ

た
瞬
間
に
お
け
る
価
額
で
あ
る
。
〔
た
だ
し
て
海
上
保
険
と
運
送
保
険
の

場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
〔
保
険
〕
開
始
時
の
価
格
が
、
終
始
、
基
準
と
な
る

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
(
抑
制

E
O
戸
王
ニ
@
〈
〈

p
m匂
3
・
4
3

(
お
)

員
出
)
、
〔
そ
れ
は
〕
以
下
の
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
保

険
期
間
(
〈
刊
『
丘
町
宮
ヨ
ロ
加

a
g
R
)
が
短
い
場
合
、
た
い
て
い
価
格
の
重
要

な
変
動
は
、
時
間
の
点
で
は
生
ぜ
ず
、
ま
た
場
所
の
点
で
は
、
変
動
は
「
想

像
的
利
益
公
同
HEm-=EB『
。

2
一
宮
口
)
」
の
保
険
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
〔
第
二
に
〕
、
保
険
事
故
の
発
生
当
時
の
価

格
は
、
〔
こ
れ
ら
の
場
合
〕
し
ば
し
ば
確
定
が
困
難
で
あ
る
(
船
舶
と
積

荷
は
海
底
に
あ
る
!
)
か
ら
で
あ
る
。

F
.
最
後
に
、
保
険
契
約
者
の
反
対
給
付
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
多
く
の
点
に
お
い
て
、
相
互
保
険
と
営
利
保
険

と
で
は
違
っ
た
性
質
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
国
@
〈
〈
。
に
よ
れ

ば
、
相
互
会
社
の
拠
出
も
ま
た
、
同
法
に
い
わ
ゆ
る
保
険
料
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
。

こ
の
合
意
は
、
「
一
回
の
給
付
〔
一
時
払
保
険
料
〕
」
ま
た
は
「
継
続
し

た
給
付
〔
継
続
保
険
料
〕
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

後
者
の
場
合
(
継
続
保
険
料
の
場
合
)
、
保
険
料
期
間
(
た
い
て
い
は
、

一
年
で
あ
る
。
上
述
の

D
参
照
)
ご
と
に
保
険
料
の
額
が
確
定
さ
れ
る
が
、

し
ば
し
ば
、
そ
の
額
は
表
(
出
σ色
白
)
に
基
づ
き
、
か
つ
危
険
の
等
級
に

従
っ
て
、
保
険
金
額
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
、
段
階
が
付
け
ら
れ
て
い
る

(
た
と
え
ば
、
一

0
0
マ
ル
ク
ま
た
は
一

0
0
0
マ
ル
ク
。
い
わ
ゆ
る
保

険
料
表
〔
が
利
用
さ
れ
て
い
る
〕
)
。
全
保
険
期
間
に
つ
い
て
継
続
保
険
料
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料

を
前
払
す
る
と
、
し
ば
し
ば
〔
保
険
料
の
〕
割
引
ま
た
は
{
保
険
料
の
支

払
が
〕
「
免
除
さ
れ
る
年
(
早
急
島
『
)
」
が
認
め
ら
れ
る
。
変
動
す
る
保

険
価
額
の
額
に
従
っ
て
、
ま
た
は
そ
の
他
の
基
準
に
従
っ
て
、
変
動
な
い

し
ス
ラ
イ
ド
す
る
保
険
料
の
〔
合
意
が
な
さ
れ
る
〕
場
合
が
稀
で
は
な
い
。

〔
た
と
え
ば
、
〕
最
近
で
は
、
責
任
保
険
に
お
い
て
、
官
庁
の
物
価
指
数

が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

資

注
(
l
)
官
同
〈
〈
。
参
照
。

(2)
匂
〈
〉
。
「
普
通
保
険
約
款
と
異
な
る
合
意
は
、
被
保
険
者
に
不

利
益
に
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

た
だ
し
、
同
条
は
、
以
下
の
と
お
り
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
抑
】
。

田
〈
〉
。
「
被
保
険
者
に
不
利
に
普
通
保
険
約
款
と
異
な
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
は
、
保
険
契
約
者
が
、
契
約
締
結
前
に
そ
の
旨
を
明

示
し
て
表
示
し
、
か
っ
、
こ
れ
を
文
書
に
よ
っ
て
同
意
し
た
己
目
安

表
示
し
た
場
合
に
限
る
。
」

(3)
意
同
〈
〈
。
「
保
険
事
故
発
生
前
に
保
険
者
に
対
し
て
履
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
『
義
務

3
E
a
S
E
n
-三
に
違
反
し
た
場
合

に
、
保
険
者
が
保
険
契
約
を
解
除
又
は
給
付
義
務
を
免
れ
る
こ
〉

を
契
約
に
定
め
た
と
き
は
、
こ
の
合
意
さ
れ
た
効
果
は
、
そ
の
義
一

務
違
反
に
過
失
が
な
い
と
き
は
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
」

(4)
窓
口
〈
〈
C
「
前
項
の
約
定
が
、
保
険
事
故
発
生
後
に
保
険
者
に

対
し
て
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
つ

い
て
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
義
務
違
反
が
故
意
又
は
重
過
失
に

基
づ
か
な
い
と
き
は
、
こ
の
効
果
は
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
」

(
5
)
海
上
保
険
(
副
主
主
出
切
)
、
家
畜
保
険
(
セ
コ
〈
〈
。
)
、
火
災

保
険
(
掛
笠
〈
〈
。
)
の
場
合
に
、
保
険
者
は
、
戦
争
危
険
に
つ
い

て
免
責
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
、
約
款
に
よ
っ
て
、
戦
争
危
険

の
免
責
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
(
た
と
え
ば
、
〉
zmma

g
g忠
臣
号
E
n
g
-
S∞S
E〈
g
E
5包
括

g
聞こ
4
己
参
照
)
。

(6)
複
数
の
物
に
つ
い
て
一
個
の
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
(
集
合
保

険
)
、
保
険
の
完
成
ま
た
は
保
険
に
基
づ
く
債
務
を
妨
げ
る
事
由

が
、
こ
の
目
的
の
一
部
に
妥
当
す
る
場
合
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ

い
て
保
険
は
完
全
に
有
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
開
巴
『

は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
保
険
契
約
は
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
可

分
で
あ
る
と
説
明
す
る
、
回
再
開
口
σ伺
円
加
唱
担

-
E
・9
・
ω・
出
。
参
照
。

(
7
)
匂
吋
∞
出
。
∞
「
航
海
の
危
険
が
船
舶
ま
た
は
積
荷
に
あ
る
こ
と
に

対
し
て
、
あ
る
者
が
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
金
銭
に
-
評
価
し
う
る

す
べ
て
の
利
益
は
、
海
上
保
険
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

瑚
吋
叶
唱
因
。
∞
は
、
海
上
保
険
の
目
的
(
船
舶
、
運
送
賃
、
旅
客

運
送
賃
、
貨
物
等
)
を
例
示
し
た
規
定
で
あ
る
。

(
8
)
官
凶
〈
〈
。
「
保
険
は
、
特
別
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
り
、

保
険
事
故
の
発
生
に
よ
っ
て
失
う
利
益
に
及
ぶ
。
」

(9)
瑚
∞
。
二
回
。
回
「
貨
物
保
険
に
お
い
て
は
、
た
と
い
貨
物
の
保
険

価
額
が
評
価
済
の
場
合
で
も
、
希
望
利
益
ま
た
は
手
数
料
は
、
そ
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れ
が
契
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
保
険
に
付
さ
れ

て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
」

(
叩
)
副
∞
主
〈
〈
。
「
保
険
事
故
の
発
生
に
よ
っ
て
失
う
利
益
の
保
険
は
、

評
価
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
o
」

哲
三
〈
〈
。
「
同
一
の
物
に
関
し
て
、
一
つ
の
保
険
者
と
喪
失
利

益
に
つ
い
て
、
他
の
保
険
者
に
つ
い
て
そ
の
他
の
損
害
に
つ
い
て

保
険
を
行
っ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
各
保
険
者
に
対
し
て
他
の
保
険

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
日
)
唱
。
同
〈
〈
。
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
叩
)
参
照
。

(
ロ
)
唱
〈
〈
。
「
保
険
料
が
一
年
よ
り
短
い
時
期
で
定
め
ら
れ
て
い
な

い
場
合
、
一
年
の
期
聞
が
本
法
に
い
う
保
険
料
期
間
と
み
な
さ
れ

る。」

(
日
)
官
。
〈
〈
。
「
保
険
者
は
保
険
金
額
を
限
度
と
し
て
の
み
責
任
を

負
う
。
」

(
H
H
)

官
二
〈
〈
。
「
保
険
価
額
は
、
合
意
に
よ
っ
て
、
二
疋
の
額
(
評

価
価
額
)
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

副
吋
沼
阿
国
門
出
「
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
、
保
険
価
額
が
一
定

金
額
(
評
価
価
額
)
に
定
め
ら
れ
た
場
合
(
評
価
済
保
険
証
券
)
、

評
価
価
額
は
当
事
者
間
で
は
保
険
価
額
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
。
」

匂

E
Z。
∞
「
一
個
の
保
険
契
約
に
お
い
て
、
複
数
の
物
ま
た
は

物
の
全
体
が
一
個
の
保
険
金
額
に
包
括
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
物
の
個
々
に
つ
い
て
特
別
の
評
価
価
額
が
合
意
さ
れ
て
い
る
場

合
、
特
別
に
評
価
さ
れ
て
い
る
物
は
、
個
別
に
保
険
に
付
さ
れ
て

い
る
も
の
と
す
る
。
」

(
日
)
官
三
〈
〈
。
「
一
個
の
利
益
が
同
一
の
危
険
に
対
し
て
複
数
の
保

険
者
に
よ
っ
て
保
険
に
付
さ
れ
、
保
険
金
額
の
総
額
が
保
険
価
額

を
超
過
す
る
場
合
(
重
複
保
険
)
、
保
険
者
は
、
連
帯
債
務
者
と

し
て
、
各
保
険
者
が
契
約
に
基
づ
き
保
険
契
約
者
に
対
し
て
支
払

い
の
義
務
を
負
担
す
る
額
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
が
、
保
険
契
約

者
は
総
額
で
は
損
害
額
を
超
え
て
請
求
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
、

責
任
を
負
う
。
」

mao
同
〈
〈
。
「
保
険
契
約
者
が
、
他
の
保
険
を
知
ら
な
い
で
、
重

複
保
険
が
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
こ
ろ
の
契
約
を
締
結
し
た

と
き
は
、
保
険
契
約
者
は
各
保
険
者
に
対
し
て
、
保
険
金
額
が
、

保
険
料
の
割
合
的
な
減
額
の
下
で
、
保
険
者
が
他
の
保
険
者
と
の

比
率
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負
担
部
分
の
額
に
減
額
さ
れ

る
こ
と
を
要
求
で
き
る
。
」

な
お
、
右
の
重
複
保
険
に
関
す
る
二
つ
の
条
文
は
、
〈
叩
円
'

。
『
内
田
口
ロ
ロ

m
N
E円
〈
刊

5
5
F包門戸
-nzz=間
色

町

田

mnnF再
開
会
w
『
〈
目
見

g
m回
'

a
E
n
z
m
g
a
s
s
-
p
o
m
N
m
g
σ
2
3
3
に
よ
っ
て
、
改
正
さ
れ

て
い
る
。

諒
吋
∞
斗
戸
斗
∞
∞
出
。
∞
は
、
海
上
保
険
に
つ
い
て
、
右
と
同
様
の

趣
旨
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

(
ぱ
山
)
蜘
苫
口
前
段
〈
〈
。
「
保
険
者
は
、
相

E
の
関
係
に
お
い
て
、
契

約
に
し
た
が
っ
て
保
険
契
約
者
に
対
し
て
保
険
者
が
義
務
を
負
担

し
て
い
る
基
準
に
従
っ
て
、
負
担
部
分
に
つ
い
て
義
務
を
負
担
す
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料

る
。
」
匂
雪
国
前
段
〈
〈
。
は
、
海
上
保
険
に
つ
い
て
、
官
唱
口
前

段
〈
〈
。
と
同
旨
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

(
げ
)
官
己
目
前
段
〈
〈
。
「
保
険
契
約
者
が
、
超
過
保
険
に
よ
っ
て
違

法
な
財
産
上
の
利
益
を
得
る
目
的
で
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、

契
約
は
無
効
で
あ
る
。
」

官
主
口
前
段
〈
〈
。
「
保
険
契
約
者
が
、
重
複
保
険
を
、
不
法
の

財
産
上
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
な
し
た
と
き
は
、
こ
の
よ
う
な

目
的
で
締
結
さ
れ
た
い
か
な
る
契
約
も
無
効
で
あ
る
。
」

吃
吉
田
前
段
〈
〈
。
は
、
海
上
保
険
に
つ
い
て
、
官
三
口
前
段

ぐ
〈
。
と
同
旨
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

(凶

)
m
E
C
目
前
段
〈
〈
。
「
抑
凶
二
回
ま
た
は
抑
3

E
に
基
づ
く
保
険

契
約
の
無
効
は
、
自
己
の
抵
当
権
を
保
険
者
に
通
知
し
た
抵
当
権

者
に
対
し
て
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

な
お
、
向
条
は
、
〈
凸
円
。
ぇ
ロ
ロ
ロ
m
N再
開
『
m
S
E
E
m
E
E
〉

E
m
E口
問

込
町
田
。
g
R
N
伺
己
渉
開
『
色
町
ロ
〈
R
E
n
F
m
g
ロ
開
閉
〈
刊
コ
S
加〈。
S
M
∞・
U
O
N
O
B
σ
2

3
お
に
よ
っ
て
、
以
下
の
と
お
り
、
改
正
さ
れ
て
い
る
。

明

5
0
〈
〈
。
「
副
ヨ
の
場
合
、
抵
当
権
者
が
自
己
の
抵
当
権
を
保

険
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
〔
保
険
契
約
の
〕
規
定
に
従
っ
た
金

銭
の
使
用
の
保
証
な
く
し
て
な
さ
れ
た
支
払
い
は
、
抵
当
権
者
が

文
書
で
支
払
に
同
意
し
た
場
合
に
か
ぎ
り
、
こ
の
者
に
対
し
て
効

力
を
生
ず
る
。
」

官
斗
〈
〈
。
「
〔
保
険
〕
契
約
の
規
定
に
従
っ
て
、
保
険
者
が
、
付

保
さ
れ
た
建
物
の
再
建
の
た
め
に
填
補
金
額
の
み
を
負
担
し
た
場

資

合
、
保
険
契
約
者
は
、
こ
の
規
定
に
従
っ
た
金
銭
の
使
用
が
保
証

さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
保
険
契
約
者
は
支
払
い
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
」

(
叩
)
官
。
〈
〈
。
「
保
険
金
額
が
、
保
険
事
故
発
生
の
当
時
の
保
険
価

額
以
下
の
と
き
は
(
一
部
保
険
)
、
保
険
者
は
保
険
金
額
の
保
険

価
額
に
対
す
る
割
合
に
よ
っ
て
の
み
、
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負

、7
0」副司
N

出
。
回
「
保
険
金
額
が
保
険
価
額
に
達
し
な
い
と
き
は
、
分

損
の
場
合
、
保
険
者
は
、
保
険
金
額
の
保
険
価
額
に
対
す
る
割
合

に
よ
っ
て
の
み
、
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
」

(
却
)
唱
さ
前
段
図
。
切
「
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
者
は
、
賠
償
を
負

担
さ
せ
る
事
実
が
な
け
れ
ば
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
状
態
を
回
復
す

る
も
の
と
す
る
。
」

官
同
前
段
回
。
切
「
賠
償
す
べ
き
損
害
は
失
わ
れ
た
利
益
を
も

包
含
す
る
。
」

(
幻
)
官
M

〈
〈
。
「
保
険
が
物
に
関
す
る
と
き
は
、
特
別
の
事
情
が
な

い
か
ぎ
り
、
そ
の
物
の
価
格
を
保
険
価
額
と
す
る
。
」

mECHA〈
〈
。
「
保
険
費
用
並
び
に
運
送
人
に
よ
る
物
品
の
受
領

に
至
る
ま
で
に
生
じ
た
費
用
を
加
算
し
て
、

m-
岩
〈
〈
。
か
ら

申日凶
mF

〈
〈
。
に
よ
れ
ば
保
険
の
開
始
に
つ
き
基
準
と
な
る
時
点
に

お
い
て
発
送
の
地
に
お
い
て
有
す
る
と
こ
ろ
の
取
引
価
格
、
こ
の

価
格
が
な
い
と
き
は
、
通
常
の
価
格
を
保
険
価
額
と
す
る
。
」

(
幻
)
官
。
〈
〈
。
「
家
具
並
び
に
他
の
什
器
、
工
具
並
び
に
機
械
に
お

北法53(6・334)1950
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い
て
は
、
古
品
と
新
品
と
の
差
異
か
ら
生
ず
る
減
価
を
正
当
に
考

慮
し
て
、
同
種
の
物
を
調
達
す
る
た
め
に
必
要
な
額
を
、
保
険
価

額
と
す
る
。
」

副
∞
∞
〈
〈
。
「
建
物
に
お
い
て
は
、
建
物
の
状
態
、
特
に
そ
の
年

代
お
よ
び
損
耗
に
応
じ
た
額
を
控
除
し
、
そ
の
地
方
の
建
築
価
格

を
保
険
価
額
と
す
る
。
」

(
幻
)
官
凶
〈
〈
。
「
保
険
は
、
特
別
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
り
、

保
険
事
故
の
発
生
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
利
益
を
含
む
。
」

(M)
蜘
凶
凶
〈
〈
。
「
保
険
者
は
、
保
険
金
額
が
保
険
事
故
発
生
の
当
時

の
保
険
価
額
を
超
え
て
い
る
と
し
て
も
、
保
険
契
約
者
に
損
害
額

を
賠
償
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
」

(

お

)

明

zo--〈
〈
。
「
〔
瑚

E
C
〈
〈
。
〕
第
一
項
に
よ
れ
ば
定
ま
る
物
口
問

の
価
格
は
、
保
険
事
故
発
生
に
際
し
で
も
保
険
価
額
と
す
る
。
」

mzニ
後
段
〈
〈
。
「
こ
の
価
格
〔
保
険
開
始
の
と
き
に
船
舶
が

有
す
る
価
格
〕
を
、
保
険
事
故
発
生
の
と
き
に
も
保
険
価
額
と
す

る。」匂
ヨ
回
目
古
田
「
当
事
者
が
評
価
の
他
の
基
礎
を
合
意
し
て
い
な

い
と
き
は
、
保
険
者
に
と
っ
て
危
険
が
開
始
す
る
時
点
に
お
い
て
、

船
舶
が
有
す
る
価
格
を
保
険
価
額
と
す
る
。
」

吃

3
=古
田
「
当
事
者
が
評
価
の
た
め
の
他
の
基
礎
を
合
意
し

て
い
な
い
と
き
は
、
保
険
費
用
を
含
め
た
、
船
舶
ま
で
の
全
て
の

費
用
を
加
算
し
て
、
物
品
が
船
積
み
の
場
所
お
よ
び
時
に
有
す
る

価
格
を
保
険
価
額
と
す
る
。
」

5 
10 

告
知
義
務
辛
口

Na同
8
2
R
Z
)

3 

合
理
的
な
保
険
経
営
は
、
保
険
企
業
お
よ
び
危
険
団
体
に
参
加
し
て
い

る
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
、
「
危
険
の
適
切
な
選
択
」
を
必
要
と
す

る
。
こ
れ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
保
険
契
約
者
(
代
理
人
に
よ
る
契
約

の
場
合
に
つ
い
て
、
宮
〈
直
参
照
)
は
、
法
律
に
基
づ
き
「
誠
実

(
〉
ロ
E
n
E
喚
問
昨
)
」
の
義
務
を
負
担
す
る
(
抑
制
E
3
M
M・
8
B
b
〈
〈
。
参
照
)
。

す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
は
、
危
険
の
引
受
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
に
つ

き
〔
告
知
〕
義
務
を
負
う
。
保
険
契
約
者
は
、
自
己
が
知
っ
て
い
る
す
べ

(2) 

て
の
(
こ
れ
に
つ
い
て
、
笠
宮
岡
後
段
〈
〈
。
参
照
)
事
実
を
告
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
不
告
知
(
〈

gnzsp山
口
口
問
)
は
許
さ
れ
な
い
(
完
全

性
の
原
則
)
0

保
険
契
約
者
は
、
自
己
が
告
知
す
る
こ
と
を
、
真
実
に
従
っ

て
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
真
実
性
の
原
則
)
。
こ
の
告
知
義
務
が

筈
意
で
(
R
m
Z
鬼
伝
)
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
保
険
者
は
契
約
を
取
り
消

(3) 

す
こ
と
が
で
き
る

(mMM
〈〈

ρ
竺
N
凶
図
。
∞
)
。
こ
の
他
に
、
保
険
者
は
、

一
ヶ
月
以
内
に
、
継
続
的
な
保
険
料
期
間
の
終
り
に
至
る
ま
で
の
保
険
料

を
留
保
し
て
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
権
利
は
、
告
知

さ
れ
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
正
し
く
告
知
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
〔
保

険
者
が
〕
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
彼
に
は
認
め
ら
れ
な
い
(
そ
の
場
合
、

危
険
の
選
択
は
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
!
)
。
告
知
義
務
が
過
失
な
く
し
て

北J去53(6・335)1951



吋
也

τ
血
涼
押
ι

(
ロ
ヨ
臼
田
町
E
E
R
)
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
解
除
は
許
さ
れ
な
い
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
〔
保
険
者
は
〕
保
険
料
の
引
上
げ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
重
要
な
事
実
の
不
告
知
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
が
保
険
契

約
者
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
告
知
義
務
が
〔
保
険

契
約
者
の
過
失
に
よ
っ
て
〕
侵
害
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
も
、
同

様
〔
に
、
保
険
者
は
保
険
料
の
引
上
げ
を
請
求
で
き
る
の
〕
で
あ
る

(4) 

(
宝
こ
〈
〈
。
)
。
同
様
の
こ
と
は
、
生
命
保
険
の
場
合
に
、
故
意
に
よ
る

誤
っ
た
年
齢
の
告
知
に
も
、
妥
当
す
る
(
以
下
の

S
口
参
照
)
。

た
だ
し
、
解
除
が
保
険
事
故
発
生
の
後
に
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
告
知
義
務
の
違
反
が
保
険
事
故
に
影
響
が
な
い
と
き
は
、
保
険

(5) 

者
は
填
補
義
務
を
負
担
す
る
。

資

注

(
1
)
抑
右
前
段
〈
〈
。
は
、
契
約
が
代
理
人
ま
た
は
無
権
代
理
人
に
よ
っ

て
締
結
さ
れ
た
と
き
は
、
保
険
者
の
解
除
権
に
つ
い
て
は
、
代
理

人
の
「
知
り
た
る
こ
と
(
関

gロ
吉
田
)
」
お
よ
び
辛
口
意
(
旨
加

-E)」

だ
け
で
な
く
、
保
険
契
約
者
の
「
知
り
た
る
こ
と
」
お
よ
び
「
害

意
」
も
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
規
定
す
る
。

(2)
閣
広
口
後
段
〈
〈
。
は
、
重
要
な
事
実
の
告
知
が
、
保
険
契
約
者

が
害
意
で
(
向
性
急
也
事
実
を
知
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
、
な
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
同
じ
〔
保
険
者
は
契
約
を
解
除
で
き
る
〕

と
規
定
す
る
。

(3)
蜘

M
M
〈
〈
の
は
、
危
険
事
情
に
関
す
る
詐
欺
を
理
由
に
契
約
を
解

除
す
る
権
利
は
、
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
定
め
る
。

(4)
宝
こ
前
段
〈
〈
。
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
保
険
契
約
に
際
し
て
保
険
契
約
者
の
負
担
す
る
告
知
義
務

が
侵
害
さ
れ
た
が
、
他
の
当
事
者
〔
保
険
契
約
者
〕
に
過
失
が
な

い
が
故
に
、
保
険
者
の
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
き
に
は
、
よ
り

高
い
危
険
を
考
慮
す
る
と
よ
り
高
い
保
険
料
が
適
当
で
あ
る
場
合
、

保
険
者
は
、
継
続
し
て
い
る
保
険
料
期
間
の
開
始
時
か
ら
、
よ
り

高
い
保
険
料
を
請
求
で
き
る
。

(
5
)
m
N
}

〈
〈
。
は
、
保
険
者
が
保
険
事
故
発
生
後
に
解
除
す
る
場
合
、

告
知
義
務
が
そ
れ
に
関
し
て
侵
害
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
事
実
が
、
保

険
事
故
の
発
生
お
よ
び
保
険
者
の
給
付
の
範
囲
に
影
響
し
な
い
と

き
は
、
保
険
者
の
給
付
義
務
は
存
続
す
る
と
規
定
す
る
。

~t.i:去53(6 ・ 336)1952

s 

一
般
保
険

3
2
2
B
-
a
a
E
M
m
E口
問
)

4 

こ
の
保
険
は
、
予
定
保
険
(
〉

Z
D
5
5
8
z
s
a呂
町
四
日
ロ
伺
)
と
も
呼
ば

れ
て
お
り
、
そ
の
特
質
は
、
一
個
の
契
約
に
よ
っ
て
、
将
来
の
一
定
期
間

に
成
立
す
る
多
数
の
利
益
が
〔
保
険
に
よ
っ
て
〕
担
保
さ
れ
て
お
り
、
こ
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(
l
)
 

の
点
で
通
常
の
「
(
特
別
)
保
険
(
凶
苦
NEB〈
S
F
n
Z否
認
)
」
と
対
比
さ

れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
〔
予
定
〕
保
険
が
適
切
な
の
は
、
あ
る
者

が
多
数
の
同
種
の
保
険
関
係
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
商
品
を
売
却
す
る
商
人
(
者
向
g
E
E
B
Sロ
)
が
、
自
己
の

〔
貨
物
の
〕
運
送
(
発
送
、
注
文
)
に
つ
い
て
な
す
場
合
、
元
受
保
険
者

が
危
険
を
担
保
す
る
た
め
再
保
険
す
る
場
合
が
、
そ
う
で
あ
る
。
〔
す
な

わ
ち
〕
「
一
般
保
険
証
券
(
。
m
S
Eち
宥
四
)
」
は
、
保
険
者
を
繰
り
返
し

探
す
と
い
う
負
担
を
免
れ
し
め
、
ま
た
市
場
の
商
況
の
影
響
を
受
け
な
い

よ
う
に
し
、
時
間
の
喪
失
な
く
し
て
補
償

(
U
R
E
a
)
を
確
実
に
す
る

が
、
他
方
で
、
保
険
者
に
比
較
的
長
い
期
間
に
わ
た
り
(
多
く
の
場
合
、

一
O
年
)
固
定
し
た
顧
客
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。

比
較
的
古
い
、
現
在
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
種
類
の
〔
予
定
保
険
〕
と
し

て
は
、
「
包
括
保
険

3
2
2
F包
括
E
n
Z包
括
)
(
満
一
年
ま
た
は
保
険
期

間
の
日
ご
と
に
つ
い
て
、
単
一
の
保
険
金
額
の
合
意
が
〔
な
さ
れ
る
〕
保

(

2

)

(

3

)

 

険
)
が
あ
り
、
「
控
除
保
険
(
〉
V
R
F
E
z
a
E
n
z
m
g口
開
)
(
第
一
次
危
険

の
保
険
で
あ
る
。
上
述
の
〔
本
書
〕

5
9
E、
一
九
一
九
年
の
普
通
海

上
保
険
約
款
の

5
開
参
照
(

4

)

)

も
、
同
じ
事
情
に
あ
る
。

〔
こ
れ
に
対
し
て
〕
、
非
常
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
〔
予
定
保
険
〕
は
、

い
わ
ゆ
る
「
継
続
保
険

(
-
g
p
E刊
〈
0
5
n
Z包
括
)
」
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
被
保
険
利
益
が
、
契
約
の
締
結
に
際
し
て
種
類
に
よ
っ
て
の
み
表
示

さ
れ
、
か
つ
契
約
成
立
後
に
保
険
者
に
個
別
に
通
知
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、

引
き
受
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
損
害
保
険
で
あ
る
。
こ
の
保
険
は
、
保
険
契

(
5
)
 

約
法
の
強
行
規
定
に
服
す
る
こ
と
は
な
い

(m-
ヨ
〈
〈
。
)
。
一
九
一
九
年

(

6

)

(

7

)

 

の
ド
イ
ツ
普
通
海
上
保
険
約
款
包
叫
も
、
参
照
せ
よ
。

キー
(
1
)
保
険
契
約
に
よ
っ
て
、
一
個
の
保
険
関
係
が
成
立
す
べ
き
も
の

と
す
る
保
険
で
あ
る
、
開
冒
gFna-
同-釦・
0
・
・
∞
・
品
。
。
参
照
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
保
険
に
は
、
被
保
険
利
益
・
保
険
料
・
(
多
く
の
場
合
)

保
険
金
額
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

(2)
包
括
保
険
(
司
注
目
nF己
5
5
n
r包
括
)
は
、
多
数
の
危
険
に
つ

き
、
同
一
の
保
険
金
額
お
よ
び
保
険
料
が
、
特
定
の
保
険
期
間
ご

と
に
合
意
さ
れ
た
保
険
で
あ
る
、
開
-
5
5
R加
咽
阻
-
E
・o-
∞
・
品
。
。
参
照
。

(3)

一
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
契
約
で
定
め
ら
れ
た
最
高
保
険
金
額

か
ら
、
個
々
の
保
険
金
額
が
控
除
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
引
き
受

け
ら
れ
た
保
険
を
い
う
、
回
日
n
F
Z
。
・
・
∞
・
畠
凶
参
照
。

ド
イ
ツ
で
は
、
と
布
目
5
2
5
u
g円
呂
町
四
回
8
5
2
R
F
2・5
m間
宮
'

e
E
m
z呂
町
口
哲
∞
に
定
め
る
保
険
が
、
控
除
保
険
の
例
に
該
当
す
る

(
同
条
項
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
注

(
4
)
参
照
)
。
こ
の
保
険

に
お
い
て
は
、
保
険
契
約
で
保
険
金
額
の
最
高
限
度
額
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
金
額
を
超
え
て
保
険
者
が
請
求
を
受
け
る
こ
と
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料

は
な
い
。
個
々
の
保
険
が
保
険
期
間
中
に
保
険
者
に
通
知
さ
れ
よ
に

と
き
は
、
そ
の
保
険
金
額
が
最
高
限
度
額
か
ら
控
除
さ
れ
、
保
険

期
間
の
終
了
時
に
は
、
保
険
者
は
、
控
除
さ
れ
て
い
な
い
保
険
金

額
に
つ
き
営
業
費
用
(
尽
き
ヨ
蒜

og同
)
を
請
求
す
る
権
利
を
有

し
て
い
る
、
昌
弘
口
F
o
n
g
R
F
O
∞
8
5
B
R
Z
Eロ関与

ag関口口開
g
・

3
ど
・
∞

-Mg
参
照
。

(
4
)
と
ぽ
・

ωgB〈
・
・
回
邑
・
唱
∞
前
段
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
二
疋
の
期
間
に
つ
い
て
、
契
約
に
定
め
ら
れ
た
最
高
額
か
ら

個
々
の
保
険
金
額
が
控
除
さ
れ
る
よ
う
に
、
継
続
保
険
が
引
き
受

け
ら
れ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
そ
の
期
間
の
経
過
後
に
控
除
さ

れ
な
か
っ
た
金
額
に
つ
い
て
、
営
業
費
用
を
請
求
で
き
る
。

(
5
)
m
-
∞
叶
〈
ぐ
。
は
、
本
法
に
定
め
ら
れ
た
契
約
自
由
の
制
限
は
、

物
品
運
送
保
険
、
信
用
保
険
、
相
場
損
失
保
険
お
よ
び
失
業
保
険

に
は
適
用
が
な
い
旨
を
規
定
し
、
同
様
に
、
継
続
保
険
に
も
適
用

が
な
い
も
の
と
定
め
て
い
る
。

(
6
)
〉
ロ
加

-ma'〈
・
・
回
邑
-
m唱
斗
同
前
段
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。
貨
物
が
保
険
契
約
の
締
結
時
に
は
、
一
般
的
に
の
み
、
ま

た
は
、
そ
の
種
類
に
し
た
が
っ
て
の
み
表
示
さ
れ
、
被
保
険
利
益

の
成
立
後
に
は
じ
め
て
、
保
険
者
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、

保
険
が
引
き
受
け
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
保
険
は
、
保
険
契
約
者

が
、
自
己
の
た
め
で
あ
れ
、
他
人
の
た
め
で
あ
れ
、
商
人
の
原
則

に
よ
っ
て
保
険
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
契
約
に

定
め
ら
れ
た
種
類
の
す
べ
て
の
貨
物
に
及
ぶ
。

資

(
7
)
我
が
商
法
の
認
め
る
予
定
保
険
は
、
船
舶
不
確
定
の
予
定
保
険

で
あ
る
(
商
法
八
二
八
条
参
照
)
。
し
か
し
、
こ
の
他
に
、
積
荷

の
種
類
又
は
保
険
金
額
未
確
定
の
予
定
保
険
が
利
用
さ
れ
て
い
る
、

石
井
・
海
上
保
険
法
(
新
法
学
全
集
第
二

O
巻
)
八
五
頁
参
照
。

{
元
〉
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